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中
国
研
究
集
刊 

巨
号
（
総
五
十
七
号
）
平
成
二
十
五
年
十
二
月　

一
四
五
︱
一
六
九
頁

上
博
楚
簡
『
成
王
既
邦
』
の
思
想
的
特
質　
―
周
公
旦
像
を
中
心
に
―

金
城
未
来

序
言

『
成
王
既
邦
』
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
八
）』（
馬
承
源
主
編
、
上
海
古
籍
出
版

社
）
に
所
収
の
文
献
で
あ
る
。
本
篇
の
整
理
者
で
あ
る
濮
茅
左
氏

の
「
説
明
」
に
基
づ
き
書
誌
情
報
を
示
せ
ば
、
竹
簡
数
は
全
十
六

簡
。
完
簡
は
二
枚
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
は
、
四
十
五
・
六
セ

ン
チ
（
第
十
四
簡
）
と
四
十
五
・
九
セ
ン
チ
（
第
十
五
簡
）。
上

端
か
ら
第
一
契
口
ま
で
は
、
約
一
・
四
セ
ン
チ
、
第
一
契
口
か
ら

第
二
契
口
ま
で
は
約
二
十
二
セ
ン
チ
、
第
二
契
口
か
ら
第
三
契
口

ま
で
は
約
二
十
一
セ
ン
チ
、
第
三
契
口
か
ら
下
端
ま
で
は
約
一
・

四
セ
ン
チ
。
三
道
編
綫
、
簡
端
は
平
斉
。
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

約
1.4
㎝

約
22
㎝

約
21
㎝

約
1.4
㎝

本
篇
に
は
、
伝
世
文
献
に
は
窺
う
こ
と
の
で
き
な
い
成
王
と
周

公
旦
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
お
り
、
古
来
よ
り
聖
人
と
見
な
さ
れ

て
き
た
周
公
旦
像
を
再
考
す
る
上
で
、
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
本
篇
に
見
え
る
周
公
旦
の
発

言
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
思
想
的
特
質
と
本
篇
の
思
想

史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、『
成
王
既
邦
』
の
釈
読
上
の
問
題
点

本
章
で
は
、『
成
王
既
邦
』
を
取
り
扱
う
上
で
注
意
す
べ
き
点
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に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
篇
は
大
部
分
が
断
簡
で
あ

り
、
ま
た
欠
失
し
た
簡
も
多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
篇
の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難

で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
文
献
全
体
を
明
快
に
通
読
し
た
論
考

は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
断
簡
が
多
い
と
は
言
え
、
本
篇
は
古

逸
文
献
で
あ
り
、
中
に
は
中
国
古
代
思
想
を
検
討
す
る
上
で
重
要

と
考
え
ら
れ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
特
質
を
明
確
に

し
、
伝
世
文
献
と
の
比
較
を
通
し
て
そ
れ
ら
を
思
想
史
上
に
位
置

づ
け
る
意
義
は
十
分
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
先

に
『
成
王
既
邦
』
の
思
想
的
特
質
を
探
る
べ
く
、
そ
の
第
一
段
階

と
し
て
釈
文
を
作
成
し
、『
成
王
既
邦
』
の
編
聯
に
つ
い
て
、
先

行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
考
察
し
た
（
注
1
）
。
ま
た
内
容
や
字
体
・
文

体
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
篇
が
い
か
な
る
構
成
と
な
っ
て

い
た
か
、
基
礎
的
な
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
二
点

を
指
摘
す
る
に
至
っ
た
。

（
一
）
復
旦
吉
大
古
文
字
専
業
研
究
生
聯
合
読
書
会
（
聯
合
読
書

会
）
や
李
松
儒
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
（
注
2
）
、
本
篇
に
は
明

ら
か
に
字
体
の
異
な
る
簡
が
存
在
す
る
。
第
二
簡
・
第
四
簡

は
、
そ
の
他
の
竹
簡
に
書
写
さ
れ
た
文
字
に
比
べ
、
細
く
均

一
な
字
体
で
記
さ
れ
て
お
り
、
別
篇
あ
る
い
は
異
な
る
書
写

者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
第
九
簡
・
第

十
二
簡
は
、
他
の
竹
簡
よ
り
も
書
写
さ
れ
た
文
字
の
字
間
が

広
く
、
そ
の
中
で
も
第
十
二
簡
の
「
道
」
字
は
、
第
十
一
簡

や
第
十
四
簡
に
見
ら
れ
る
字
体
と
、
一
画
目
や
辶
の
位
置
が

異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
第
十
三
簡
で
は
「
其
」
字

が
、
第
十
六
簡
で
は
「
周
」
字
や
「
又
・
有
」
字
が
、
そ
れ

ぞ
れ
他
簡
と
異
な
る
字
体
で
記
さ
れ
て
い
る
（
注
3
）
。

文
体
面
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
で
第
二
簡
と
『
逸

周
書
』
宝
典
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
4
）
。
そ
の

上
、
本
篇
に
は
、
第
一
簡
に
成
王
が
周
公
旦
に
質
問
す
る
内

容
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
直
後
、
第
二
簡
に
は
、

成
王
が
鎬
京
に
お
り
、
周
公
旦
を
呼
び
出
す
内
容
が
見
え

る
。
こ
れ
は
字
体
や
文
体
の
相
違
を
含
め
、
内
容
面
に
お
い

て
も
、
第
二
簡
が
別
篇
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
篇
に
は
「
天
子
の
正

道
」
の
よ
う
な
政
治
的
教
訓
を
述
べ
る
箇
所
が
見
え
る
一

方
、「
昔
者
神
有
り
」（
第
十
六
簡
）
と
一
見
神
仙
に
関
す
る

内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
篇
に
は
字
体
や
文
体
、
内
容
の
相
違
が

多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
篇
を
一
つ
の
文
献
と
見
な

す
こ
と
は
で
き
ず
、
他
簡
と
相
違
す
る
と
考
え
ら
れ
る
第

二
・
四
・
九
・
十
二
・
十
三
・
十
六
簡
を
除
外
し
、
残
り
の

政
治
的
問
答
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
の
み
を
取

り
上
げ
、
内
容
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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（
二
）
第
八
簡
に
見
え
る
周
公
旦
の
発
言
、「
其
の
親
を

じ

て
」
の
「

」
字
に
つ
い
て
は
、
整
理
者
で
あ
る
濮
茅

左
氏
が
「
欲
」
字
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
の
他
多
数
の
研
究

者
が
「

（
豫
）」
字
と
隷
定
し
、
音
通
に
よ
り
「
捨
」
字

と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
成
王
既
邦
』
の
他
簡
に
見

え
る
「
欲
」
字
は
、
全
て
該
当
字
と
は
異
な
る
字
形
で
記
さ

れ
て
お
り
、
該
当
字
を
「
欲
」
字
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
ま
た
こ
の
文
字
を
「
捨
」
字
と
捉
え
た
場
合
、「
親
し

い
者
を
捨
て
て
天
子
に
近
づ
き
た
い
」
と
い
う
第
八
簡
上
部

と
、「
邦
を
も
っ
て
天
子
と
親
し
み
た
い
」
と
す
る
下
部
が

相
反
す
る
意
と
な
っ
て
し
ま
う
。

楚
簡
に
お
い
て
「

」
字
は
、
多
く
「
豫
」
字
と
通
用

し
、「
豫
」
は
『
爾
雅
』
釈
詁
に
「
安
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、

周
公
旦
の
言
説
は
『
論
語
』
微
子
や
『
呂
氏
春
秋
』
審
応

覧
・
重
言
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
周
公
魯
公

に
謂
い
て
曰
く
「
君
子
は
其
の
親
を
施す

て
ず
」」
や
「
周
公

旦
は
善
く
説
く
と
謂
う
べ
し
。
一
た
び
称
し
て
成
王
を
し
て

益
ま
す
言
を
重
ん
ぜ
し
め
、
弟
を
愛
す
る
の
義
を
明
ら
か
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す4

」
と
あ
り
、
周
公
旦
の
言
行
に
対
す
る
評
価
が
記
さ
れ
て

い
る
。『
論
語
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、「
親
」（
親
族
・

親
し
き
者
）
を
重
視
す
る
周
公
旦
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
第
八
簡
の
「
其
の
親
を

じ
て
」
の

�

解
釈
は
、
以
上
の
点
か
ら
「
捨
て
る
」
で
は
な
く
、「
豫や

す

ん

ず
る
」（
諸
侯
が
そ
の
親
を
豫や

す

ん
じ
率
い
て
天
子
に
仕
え
る
）

と
い
う
読
み
が
支
持
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
前
稿
で
は
、『
成
王
既
邦
』
の
原
釈
文
に
は
、
複
数
の

文
献
が
混
同
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
、
ま
た
思
想
的
特

質
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
文
字
の
隷
定
に
も
、
問
題
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

な
お
、
前
稿
の
公
開
と
同
時
期
に
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹

書
（
八
）』
の
続
編
に
あ
た
る
『
上
海
博
物
簡
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
九
）』（
馬
承
源
主
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
十
二

月
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
古
代
聖
王
に
関
す
る
『
挙
治
王

天
下
』
と
題
さ
れ
る
文
献
が
含
ま
れ
て
お
り
、
李
松
儒
氏
や
侯
乃

峰
氏
、
鄔
可
晶
氏
な
ど
が
、
す
で
に
『
成
王
既
邦
』
第
九
・
十

二
・
十
三
・
十
六
簡
を
『
挙
治
王
天
下
』
に
接
続
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
、
配
列
し
直
す
案
を
提
示
し
て
い
る
（
注
5
）
。『
挙
治

王
天
下
』
と
本
篇
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
検

討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
博
楚
簡
第
九
分

冊
の
公
開
に
よ
っ
て
、『
成
王
既
邦
』
中
に
複
数
の
文
献
（
特
に

字
体
や
内
容
の
異
な
る
竹
簡
）
が
混
在
し
て
い
た
状
況
が
、
よ
り

強
く
裏
付
け
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
に
お
け
る
検
討

を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（ 147 ）



二
、『
成
王
既
邦
』
の
場
面
設
定
と
周
公
旦
の
言
説

前
章
で
述
べ
た
通
り
、『
成
王
既
邦
』
中
に
は
『
尚
書
』
や

『
逸
周
書
』
と
文
体
や
内
容
が
関
連
す
る
箇
所
が
含
ま
れ
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
6
）
。
整
理
者
の
濮
氏
も
、
第
一
簡
「
成
王

既
封
周
公
二
年
、
而
王
重
其
任
、
乃
訪
□
…
…
（
成
王
既
に
周
公

を
封
ず
る
こ
と
二
年
に
し
て
、
王
其
の
任
を
重
ん
じ
、
乃
ち
訪

□
…
…
）」（
注
7
）
に
つ
い
て
、『
尚
書
』
洪
範
の
「
王
訪
于
箕
子

（
王
箕
子
を
訪と

う
）」（
注
8
）
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。

『
尚
書
』
洪
範
に
見
え
る
「
王
」
は
武
王
を
指
し
、
ま
た
王
が

訪
ね
る
相
手
も
「
箕
子
」
で
あ
り
、
本
篇
と
は
異
な
る
が
、
他
に

も
『
逸
周
書
』
大
開
式
に
武
王
が
周
公
旦

4

4

4

に
質
問
す
る
場
面
が
見

え
（
注
9
）
、
ま
た
『
逸
周
書
』
大
戒
に
は
成
王

4

4

が
周
公
旦

4

4

4

に
質
問
す

る
場
面
が
見
え
る
（
注
10
）
。
そ
の
た
め
、
本
篇
の
場
面
設
定
は
こ
れ

ら
と
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
封
周
公
二
年
」
に
成
王
が

周
公
旦
に
教
え
を
請
う
内
容
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、『
尚
書
』
洪
範
や
『
逸
周
書
』
大
開
式
、
大
戒
な
ど

の
冒
頭
に
見
え
る
紀
年
の
定
型
句
「
惟
十
有
三
祀
」
や
「
維
王
一

祀
二
月
」
な
ど
は
『
成
王
既
邦
』
に
は
見
ら
れ
な
い
（
注
11
）
。
一
方
、

『
成
王
既
邦
』
は
成
王
と
周
公
旦
と
の
問
答
形
式
で
記
さ
れ
、
謙

虚
な
姿
勢
で
幾
度
と
な
く
質
問
す
る
成
王
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

も
の
の
、『
尚
書
』
や
『
逸
周
書
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の

文
献
は
見
ら
れ
ず
、
異
な
る
要
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
に
つ
い
て
問
答
を
行
う
成
王
と

周
公
旦
の
様
子
は
、
他
文
献
に
は
窺
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
篇
に
お
い
て
周
公
旦
は
如
何
な
る
発

言
を
し
、
如
何
な
る
考
え
を
示
し
て
い
る
の
か
。

武
王
・
成
王
を
助
け
周
王
朝
の
樹
立
に
貢
献
し
、
孔
子
よ
り
尊

崇
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
周
公
旦
で
あ
る
が
、
実
際
の
所
、

そ
の
発
言
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
世
文
献
中
、
周
公

旦
の
言
を
検
討
す
る
上
で
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
尚

書
』『
毛
詩
』
な
ど
の
経
典
類
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
主
に

周
公
旦
が
文
王
・
武
王
の
徳
を
賞
賛
し
、
天
命
を
強
調
す
る
内
容

や
、
成
王
や
召
公
奭
・
そ
の
他
諸
侯
に
対
し
て
敬
ん
で
行
動
す
る

よ
う
述
べ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
篇
に
お
け
る

周
公
旦
の
発
言
は
、
そ
れ
ら
の
記
述
と
は
異
な
る
。
以
下
、
具
体

的
な
発
言
を
通
し
て
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。

『
成
王
既
邦
』
中
、
周
公
旦
の
発
言
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
示

せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
③
⑤
な
ど
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
。

ま
た
、［　

］
部
分
は
文
脈
に
よ
り
筆
者
が
テ
キ
ス
ト
を
補
っ
た

箇
所
を
、（　

）
は
読
み
替
え
可
能
な
文
字
を
表
す
）（
注
12
）
。
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第
三
簡
は
残
欠
に
よ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ

れ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
第
五
簡
・
第
十
四
簡
に
つ
い
て

は
、
ど
ち
ら
も
「
良
王
の
治
政
」
と
「
道
」
と
に
関
す
る
問
答
が

な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
十
簡
に
関
し
て
は
、

「
賢
者
」
が
「
六
つ
の
内
に
あ
る
〔
守
る
べ
き
〕
徳
目
で
親
し
い

者
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
た

と
見
ら
れ
、
さ
ら
に
成
王
の
「
請
う
ら
く
は
其
の
方
を
問
わ
ん
」

と
い
う
問
い
が
、
第
七
簡
の
「
請
う
ら
く
は
其
の
事
…
…
問
わ

ん
」
と
類
似
す
る
句
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
字
体
や
形
制

な
ど
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
竹
簡
に
は
何
ら

か
の
関
連
性
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
竹
簡
の

残
存
状
況
が
極
め
て
悪
く
、
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
難

し
い
。

し
か
し
、「
天
子
の
正
道
」
を
説
く
と
考
え
ら
れ
る
第
六
・

③

…
…
□
之
を
明
知
せ
ん
と
欲
す
」
と
。
周
公
曰
く
「
旦
の
之
を
聞
く
や
、
各
お
の
其
の
身
に
在
り
て

⑤

「
焉
ん
ぞ 

日
彰
る
く
し
て 

冰
消と

く
と
曰
わ
ざ
ら
ん
や
」
と
。
成
王
曰
く
「
嗚
呼
。
□
（
道
）
…
…

⑥

…
…
［
天
子
］
の
正
道
な
り
」
と
。
成
王
曰
く
「
請
う
ら
く
は
、
天
子
の
正
道
を
問
わ
ん
」
と
。
周
公
曰
く
…
…

⑦

「
天
子
の
正
道
と
は
、
朝
せ
し
め
ざ
る
も
自
ら
至
り
、
審
せ
し
め
ざ
る
も
自
ら
周あ

ま
ね

き
、
會
せ
し
め
ざ
る
も
自
ら
團あ

つ
ま

る
な
り
」
と
。

成
王
曰
く
「
請
う
ら
く
は
其
の
事
…
…
問
わ
ん
」
と
。

⑧

…
…
皆 

其
の
親
を
豫や

す
ん

じ
て
之
に
親
し
ま
ん
と
欲
し
、
皆�
其
の
邦
を
以
て
之
に
就
か
ん
と
欲
す
る
は
、
是
謂
…
…

⑩

□
而
賢
者
は
、
能
く
其
の
六
藏
の
守
を
以
て
親
を
取
る
、
是
を
六
親
の
約
と
謂
う
」
と
。
成
王
曰
く
「
請
う
ら
く
は
其
の
方
を

問
わ
ん
」
と
。
周
［
公
］
…
…

⑭

皆 

章
を
天
に
見あ

ら

わ
す
」
と
。
成
王
曰
く
「
夫
れ
夏
の
繒

し
よ
う

氏し

の
道
、
以
て
善
否
を
知
る
可
く
、
以
て
亡
在
を
知
る
可
し
。
道
有

る
と
謂
う
可
き
か
」
と
。
周
公
曰
く
「
是
れ
夫
れ
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七
・
八
簡
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
残
存
状
況
が
良
く
、
成
王
と
周

公
旦
と
の
問
答
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
検
討

す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
無
論
、
第
八
簡
に
関
し
て
言
え
ば
、

「
周
公
旦
」
や
「
成
王
」
な
ど
の
発
言
者
を
特
定
し
得
る
単
語
や
、

「
天
子
の
正
道
」
と
い
っ
た
語
句
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
第
六
簡
・
第
七
簡
と
の
接
続
に
疑
問
が
残
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
字
体
や
形
制
・
そ
の
内
容
か
ら
、
該
当
簡

を
成
王
に
「
天
子
の
正
道
」
を
説
く
周
公
旦
の
語
と
判
断
し
て
も

差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
第
六
～
八
簡
に
見
ら
れ
る
周
公
旦
の
言
説

に
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
第
六
簡
に
お
い
て
は
、
成
王
が
周
公
旦
に
「
天
子
の
正

道
」
と
は
何
か
と
問
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、

周
公
旦
は
「
参
内
さ
せ
ず
と
も
〔
諸
侯
は
〕
自
然
に
朝
見
し
、
詳

し
く
審
査
さ
せ
ず
と
も
〔
諸
侯
は
〕
自
然
に
綿
密
で
よ
く
行
き
届

い
た
振
る
舞
い
を
し
、
会
盟
を
〔
し
て
諸
侯
を
招
き
寄
〕
せ
ず
と

も
、〔
諸
侯
は
〕
自
然
に
団
結
す
る
も
の
」（
第
七
簡
）
と
回
答
す

る
。
さ
ら
に
、
第
八
簡
に
は
周
公
旦
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
皆

そ
の
親し

ん

（
親
し
い
も
の
）
を
安
逸
に
し
て
之
（
天
子
）
と
親
し
く

し
た
い
と
望
み
、
皆
そ
の
邦
を
之
（
天
子
）
と
親
し
み
結
び
つ
け

た
い
と
思
う
」
と
い
う
発
言
が
見
え
、
邦
（
一
族
）
を
率
い
て
天

子
に
従
お
う
と
す
る
諸
侯
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ

こ
で
は
、
強
制
的
に
統
治
す
る
の
で
は
な
く
、
天
子
が
何
も
な
さ

ず
と
も
周
り
が
天
子
を
慕
い
服
従
す
る
政
治
を
「
天
子
の
正
道
」

と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
、「
天
子
の
正
道
」
の
思
想
的
特
色

本
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
「
天
子
の
正
道
」
が
、
中
国
古

代
思
想
史
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
伝

世
文
献
と
の
比
較
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
以
下
、
特
に

『
成
王
既
邦
』
に
見
ら
れ
た
特
徴
「
無
為
の
治
」
と
「
そ
の
親
や

邦
を
安
ん
じ
率
い
て
、
天
子
に
親
し
む
こ
と
」
を
中
心
に
取
り
上

げ
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、「
天
子
の
無
為
の
治
」
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
内
容
が

含
ま
れ
る
『
老
子
』『
論
語
』『
荀
子
』
の
記
述
と
『
成
王
既
邦
』

と
を
比
較
し
て
み
た
い
。

『
成
王
既
邦
』
に
見
え
る
「
天
子
が
何
も
せ
ず
と
も
諸
侯
は
服

従
し
正
し
く
振
る
舞
う
」
と
同
様
の
思
想
は
、
無
為
自
然
を
説
く

『
老
子
』
に
も
見
ら
れ
る
。『
老
子
』
第
四
十
八
章
に
は
「
取
天
下

常
以
無
事
、
及
其
有
事
、
不
足
以
取
天
下
（
天
下
を
取
る
は
常
に

事
無
き
を
以
て
し
、
其
の
事
有
る
に
及
び
て
は
、
以
て
天
下
を
取

る
に
足
ら
ず
）」
と
あ
り
、
天
下
を
統
治
す
る
方
法
を
「
何
も
し

な
い
こ
と
」
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、『
老
子
』
の
該
当
箇
所
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直
前
に
は
「
為
学
日
益
、
為
道
日
損
。
損
之
又
損
、
以
至
於
無

為
。
無
為
而
無
不
為
（
学
を
為
す
も
の
は
日
に
益
し
、
道
を
為
す

も
の
は
日
に
損
す
。
之
を
損
し
又
た
損
し
、
以
て
無
為
に
至
る
。

無
為
に
し
て
而
も
為
さ
ざ
る
無
し
）」
と
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は

「
道
」
を
修
め
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
に
は
、
道
を
修
め
る
こ
と
に
よ
り
欲
を
去
り
、
何
事
も
な
さ

ず
と
も
全
て
の
こ
と
を
な
せ
る
よ
う
に
な
る
と
記
述
さ
れ
て
お

り
、
諸
侯
側
の
服
従
理
由
を
「
天
子
に
親
し
み
た
い
」
た
め
と
す

る
『
成
王
既
邦
』
と
は
、
異
な
る
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、『
老
子
』
に
は
、
そ
の
他
第
三
十

二
章
・
三
十
七
章
・
五
十
四
章
に
も
、
王
侯
が
「
道
」
を
守
れ

ば
、
万
物
は
自
ず
と
従
い
、
天
下
は
治
ま
る
と
い
う
内
容
が
見

え
、
天
子
の
無
為
の
治
の
根
本
が
、「
道
」
と
強
く
関
連
づ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
注
13
）
。

『
老
子
』
第
五
十
一
章
に
は
、「
道
」
が
万
物
を
生
み
出
す
尊
い

存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
尊
さ
は
他
者
か
ら
の
働
き

か
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
道
が
自
然
に
万
物
を
産
み
育
む
点

に
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
注
14
）
。
こ
の
記
述
か
ら
も
、『
老
子
』

が
思
想
の
根
本
に
「
道
」
を
据
え
、
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
君
主
の
統
治
法
を
説
い
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
老
子
』
第
五
十
七
章
に
は
、
禁
令
や
法
、
武
器
や
技

術
が
発
展
し
雑
多
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
民
は
離
反
し
、
国
家

は
乱
れ
る
が
、
聖
人
が
何
も
し
な
け
れ
ば
民
は
自
然
と
よ
く
治
ま

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
15
）
。
さ
ら
に
、
第
三
章
や
第
六
十
五
章
に

は
、「
人
君
が
人
民
を
無
知
に
す
れ
ば
国
は
治
ま
る
」
と
い
う
記

述
が
見
え
、
愚
民
政
策
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
注
16
）
。

つ
ま
り
、『
老
子
』
で
は
「
道
に
従
う
こ
と
」
と
「
愚
民
政
策
」

と
が
、
無
為
の
治
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
天
子
の
行
う
べ
き
方
法

と
し
て
説
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
子
の
無
為
の
治
に
つ
い
て
は
、『
論
語
』
に
も
関
連
す
る
内

容
が
見
え
る
。
該
当
箇
所
は
次
の
通
り
。

①�

子
曰
「
無
為
而
治
者
、
其
舜
也
与
。
夫
何
為
哉
。
恭
己
正
南

面
而
已
矣
」（
子
曰
く
「
無
為
に
し
て
治
ま
る
者
は
、
其
れ

舜
な
る
か
。
夫
れ
何
を
か
為
さ
ん
や
。
己
を
恭
し
く
し
正
し

く
南
面
す
る
の
み
」
と
）（
衛
霊
公
）

②�

子
曰
「
為
政
以
徳
、
譬
如
北
辰
居
其
所
而
衆
星
共
之
」（
子

曰
く
「
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
れ
ば
、
譬
え
ば
北
辰
の
其

の
所
に
居
て
衆
星
之
に
共
す
る
が
如
し
」
と
）（
為
政
）

③�
葉
公
問
政
。
子
曰
「
近
者
説
、
遠
者
来
」（
葉
公
政
を
問
う
。

子
曰
く
「
近
者
は
説
び
、
遠
者
は
来
る
」
と
）（
子
路
）

①
で
は
、
古
え
の
聖
人
舜
が
天
子
の
位
に
つ
い
た
だ
け
で
、
何

も
な
さ
ず
と
も
世
の
中
が
治
ま
っ
た
と
い
う
内
容
が
説
か
れ
て
い

る
。
②
で
は
、
徳
を
も
っ
て
政
治
を
行
え
ば
、
多
く
の
星
々
が
北
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極
星
に
向
か
い
整
う
よ
う
な
も
の
と
記
さ
れ
て
お
り
、
①
②
を
通

し
て
、
国
家
統
治
を
語
る
上
で
、
何
如
に
儒
家
が
「
徳
治
」
を
重

視
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。
ま
た
、
③
で
は
直
接
的
に
無
為
の
治

が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
政
治
に
つ
い
て
問
う
た
葉

公
に
対
し
、「
近
く
に
い
る
者
が
悦
び
、
遠
く
に
い
る
者
は
〔
君

主
を
慕
っ
て
〕
や
っ
て
く
る
」
も
の
で
あ
る
と
答
え
る
孔
子
の
言

葉
が
見
え
る
。「
君
主
を
慕
い
遠
方
か
ら
訪
れ
る
者
が
あ
る
」
と

い
う
発
想
も
、
や
は
り
儒
家
の
重
視
し
た
「
徳
治
」
に
根
ざ
す
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
考
え
方
は
、『
老
子
』
に
は
見
ら
れ
な
い

が
、『
成
王
既
邦
』
に
お
い
て
、「
天
子
の
正
道
と
は
、
朝
せ
し
め

ざ
る
も
自
ら
至
り
、
審
せ
し
め
ざ
る
も
自
ら
周あ

ま
ねき

、
會
せ
し
め
ざ

る
も
自
ら
團あ

つ
まる

な
り
」
と
説
か
れ
る
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
即

ち
、
こ
の
点
よ
り
す
れ
ば
『
成
王
既
邦
』
に
お
け
る
「
天
子
の
正

道
」
に
は
、
儒
家
の
性
格
に
近
い
言
説
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
墨
子
』
に
も
儒
家
同
様
、「
天
子
に
、
諸
侯
や
賢
人
・

万
民
が
慕
い
帰
服
す
る
国
家
統
治
」
を
説
く
箇
所
が
見
え
る
。

是
故
上
者
天
鬼
富
之
、
外
者
諸
侯
与
之
、
内
者
万
民
親
之
、

賢
人
帰
之
。（
中
略
）
故
唯
昔
三
代
聖
王
堯
・
舜
・
禹
・

湯
・
文
・
武
之
所
以
王
天
下
正
諸
侯
者
、
此
亦
其
法
已
。

（
是
の
故
に
上
は
天
鬼
之
を
富
ま
し
、
外
は
諸
侯
之
に
与
し
、

内
は
万
民
之
に
親
し
み
、
賢
人
之
に
帰
す
。（
中
略
）
故
に

昔
三
代
の
聖
王
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
の
天
下
に
王
と

し
諸
侯
に
正
た
る
所
以
の
者
と
唯い

え
ども

、
此
れ
亦
た
其
の
法
の

み
）（
尚
賢
中
）

該
当
箇
所
で
は
古
代
聖
王
と
関
連
づ
け
た
説
明
が
な
さ
れ
て
お

り
、
墨
家
も
儒
家
同
様
に
、
聖
王
に
託
け
、
自
ら
の
理
想
と
考
え

る
統
治
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
直
前
に

は
「
賢
者
の
国
を
治
む
る
や
、
蚤は

や

く
朝
し
晏お

そ

く
退
き
、
獄
を
聴
き

政
を
治
む
。
是
を
以
て
国
家
は
治
ま
り
刑
法
は
正
し
」
と
あ
り
、

該
当
箇
所
全
体
は
「
賢
者
を
貴
ぶ
こ
と
に
よ
り
国
家
が
治
ま
る
」

「
古
の
聖
王
も
こ
の
方
法
に
よ
り
国
を
治
め
て
い
た
」
と
い
う
意

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
天
子
の
為
す
べ
き
大
き

な
仕
事
と
し
て
賢
者
の
登
用
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
注
17
）
、『
論
語
』

や
『
成
王
既
邦
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
天
子
が
何
も
為
さ
ず
と

も
、
そ
の
徳
を
慕
い
世
が
治
ま
る
「
無
為
の
治
」
と
は
異
な
る
思

想
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
『
成
王
既
邦
』

は
や
は
り
、『
老
子
』
や
『
墨
子
』
と
い
う
よ
り
は
、『
論
語
』
の

内
容
と
近
く
、
儒
家
系
の
思
想
を
有
す
る
文
献
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
儒
家
系
文
献
と
言
っ
て
も
、『
荀
子
』
に
は
『
墨

子
』
と
類
似
す
る
「
尚
賢
思
想
」
と
「
天
子
の
無
為
の
治
」
と
を

結
び
付
け
て
説
く
箇
所
が
見
え
る
。
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
。

故
能
当
一
人
而
天
下
取
、
失
当
一
人
而
社
稷
危
。（
中
略
）
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既
能
当
一
人
、
則
身
有
何
労
而
為
。
垂
衣
裳
而
天
下
定
。
故

湯
用
伊
尹
、
文
王
用
呂
尚
、
武
王
用
召
公
、
成
王
用
周
公
旦

（
故
に
当
を
一
人
に
能
く
し
て
天
下
を
取
り
、
当
を
一
人
に

失
い
て
社
稷
危
し
。（
中
略
）
既
に
当
を
一
人
に
能
く
す
れ

ば
、
則
ち
身
有ま

た
何
の
労
を
か
而こ

れ
為
さ
ん
。
衣
裳
を
垂
れ

て
天
下
定
ま
る
。
故
に
湯
伊
尹
を
用
い
、
文
王
呂
尚
を
用

い
、
武
王
召
公
を
用
い
、
成
王
周
公
旦
を
用
う
）（
王
霸
）

こ
こ
で
は
、『
墨
子
』
に
お
け
る
記
述
同
様
、
適
切
な
者
（
賢

臣
）
を
一
人
任
命
す
れ
ば
、
君
主
は
何
の
苦
労
も
な
く
、
衣
裳
を

着
て
い
る
だ
け
で
天
下
は
安
定
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

周
公
旦
が
成
王
の
治
を
善
政
へ
と
導
い
た
賢
臣
と
し
て
扱
わ
れ
て

お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
荀
子
』
の
記
述
に
は
以
下
の

通
り
、
続
き
が
あ
る
。

人
主
者
、
以
官
人
為
能
者
也
。
匹
夫
者
、
以
自
能
為
能
者

也
。（
中
略
）
以
是
県
天
下
、
一
四
海
、
何
故
必
自
為
之
。

為
之
者
、
役
夫
之
道
也
、
墨
子
之
説
也
。
論
徳
使
能
而
官
施

之
者
、
聖
王
之
道
也
、
儒
之
所
謹
守
也
（
人
主
な
る
者
は
、

人
を
官
す
る
を
以
て
能
と
為
す
者
な
り
。
匹
夫
な
る
者
は
、

自
ら
能
く
す
る
を
以
て
能
と
為
す
者
な
り
。（
中
略
）
是
を

以
て
天
下
を
県
し
、
四
海
を
一
に
す
る
に
、
何
が
故
に
必
ず

し
も
自
ら
之
を
為
さ
ん
や
。
之
を
為
す
者
は
、
役
夫
の
道
な

り
、
墨
子
の
説
な
り
。
徳
を
論
じ
能
を
使
い
て
之
を
官
施
す

る
者
は
、
聖
王
の
道
な
り
、
儒
の
謹
し
み
て
守
る
所
な
り
）

該
当
箇
所
で
は
、
墨
子
の
説
く
「
天
子
自
ら
行
動
し
治
め
る
」

と
い
う
行
為
が
、
労
役
者
の
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
天
下

を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
他
に
も
、『
荀
子
』
富
国
に
は
、
強
烈
な
『
墨
子
』
批
判

が
見
え
る
（
注
18
）
。
そ
こ
に
は
、墨
家
の
説
く
「
非
楽
」
や
「
節
用
」

と
い
う
思
想
が
、
国
家
崩
壊
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
否
定
さ

れ
、
百
姓
と
仕
事
を
共
に
し
、
功
労
を
等
し
く
す
る
方
法
で
は
、

正
確
に
賞
罰
が
行
わ
れ
ず
、
賢
者
を
登
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
墨
子
』
に
は
「
尚
賢
」
篇
が
あ
り
、「
尚

賢
」
説
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、『
荀

子
』
で
は
、『
墨
子
』
の
尚
賢
が
以
上
の
理
由
に
よ
り
機
能
し
な

い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
篇
に

は
『
詩
経
』
や
古
え
の
聖
王
、
儒
家
の
統
治
法
に
つ
い
て
触
れ
、

墨
家
の
方
法
で
は
、
国
家
が
治
ま
ら
な
い
と
強
く
批
判
す
る
内
容

も
見
え
る
（
注
19
）
。
そ
こ
に
は
、
先
王
や
聖
人
は
荘
厳
な
装
飾
の
美

し
さ
が
な
く
て
は
、
民
衆
を
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
不

足
な
く
全
て
を
充
足
さ
せ
た
上
で
、
褒
賞
や
刑
罰
を
与
え
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
適
切
に
機
能
し
、
賢
者
を
抜
擢
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
と
い
う
内
容
が
説
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
、『
墨
子
』
と
『
荀
子
』
と
で
は
、
一
見
、
賢
者
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を
登
用
し
さ
え
す
れ
ば
、
天
子
は
何
も
せ
ず
と
も
治
ま
る
と
い
う

共
通
理
解
が
あ
る
か
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
の
内
容
は
異
な
る
も

の
で
あ
り
、
荀
子
は
墨
家
の
掲
げ
る
「
非
楽
」
や
「
節
用
」
な
ど

を
否
定
し
、『
墨
子
』
の
よ
う
な
方
法
で
は
賢
者
を
登
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、『
荀
子
』
が
説
く
統
治
法
は
、『
論
語
』
に
見
え
る

統
治
法
と
同
様
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、『
荀
子
』

中
、「
徳
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
示
す
。

凡
兼
人
者
有
三
術
。
有
以
徳
兼
人
者
、
有
以
力
兼
人
者
、
有

以
富
兼
人
者
。
彼
貴
我
名
声
、
美
我
徳
行
、
欲
為
我
民
。

（
中
略
）
因
其
民
、
襲
其
処
、
而
百
姓
皆
安
、
立
法
施
令
、

莫
不
順
比
。
是
故
得
地
而
権
彌
重
、
兼
人
而
兵
俞
強
、
是
以

徳
兼
人
者
也
（
凡
そ
人
を
兼
ぬ
る
者
に
三
術
有
り
。
徳
を
以

て
人
を
兼
ぬ
る
者
有
り
、
力
を
以
て
人
を
兼
ぬ
る
者
有
り
、

富
を
以
て
人
を
兼
ぬ
る
者
有
り
。
彼
我
が
名
声
を
貴
び
、
我

が
徳
行
を
美
と
し
、
我
が
民
為
ら
ん
と
欲
す
。（
中
略
）
其

の
民
に
因
り
、
其
の
処
に
襲よ

り
て
、
百
姓
皆
安
ん
じ
、
法
を

立
て
令
を
施
せ
ば
、
順
比
せ
ざ
る
こ
と
莫
し
。
是
の
故
に
地

を
得
て
権
彌
い
よ
重
く
、
人
を
兼
ね
て
兵
俞
い
よ
強
し
、
是

徳
を
以
て
人
を
兼
ぬ
る
者
な
り
）（
議
兵
）

こ
こ
に
は
、
人
民
を
統
治
す
る
た
め
に
は
、
三
つ
の
方
法

（「
徳
」「
力
」「
富
」
を
用
い
る
）
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ

の
内
、「
徳
」
に
よ
る
統
治
に
つ
い
て
は
、
君
主
の
名
声
や
徳
行

を
慕
い
、
他
国
の
人
民
が
集
ま
っ
て
き
た
所
へ
、
法
律
を
定
め
命

令
を
下
せ
ば
、
彼
ら
は
尽
く
付
き
従
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
荀

子
』
で
は
、「
徳
」
が
人
民
を
統
治
す
る
要
素
と
し
て
重
視
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、『
論
語
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
聖
王
の
徳
に
よ

り
、
何
も
せ
ず
と
も
天
下
が
治
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
。『
荀
子
』
中
に
は
、『
墨
子
』
同
様
、
天
子
の
仕
事
と
し
て
、

賢
臣
を
任
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
徳
に

随
っ
て
き
た
者
に
対
し
、
法
律
を
定
め
て
命
令
を
下
せ
ば
、
天
下

を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、「
法
令
」
を
重
ん
ず
る
内
容

も
見
え
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
考
え
れ
ば
、
恐
ら
く
、
荀
子
の
活

動
し
た
戦
国
時
代
後
期
は
、『
論
語
』
に
見
え
る
よ
う
な
単
純
な

「
徳
治
」
で
は
、
天
下
を
治
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
情
へ
と
変

化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
諸
国
が
乱
立
し
、
争
い
合
う
状
況

の
中
で
荀
子
は
、
よ
り
具
体
的
な
政
策
を
挙
げ
、
為
政
者
自
ら
が

行
う
こ
と
は
せ
ず
、
賢
臣
を
用
い
、
よ
り
多
く
の
民
衆
を
一
斉
に

統
治
す
る
手
法
（
法
令
）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

『
荀
子
』
と
『
成
王
既
邦
』
と
を
比
較
し
た
場
合
、
両
者
に
は

等
し
く
「
徳
治
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、

大
枠
で
考
え
れ
ば
、
両
者
が
儒
家
的
性
格
を
含
む
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
資
料
的
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
現
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時
点
に
お
い
て
『
成
王
既
邦
』
に
は
、『
荀
子
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
墨
家
批
判
や
複
雑
な
統
治
法
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
り

『
論
語
』
に
近
い
古
代
聖
王
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
、
淳
朴
な
思

想
が
説
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、『
成
王
既
邦
』
第
八
簡
に
見
え
る
周
公
旦
の
「
皆
そ
の

親し
ん

を
安
逸
に
し
て
天
子
と
親
し
み
た
い
と
望
み
、
皆
そ
の
邦
を

天
子
と
親
し
み
結
び
つ
け
た
い
と
思
う
」
と
い
う
発
言
を
検
討
し

た
い
。

『
論
語
』
泰
伯
に
は
「
君
子
篤
於
親
、
則
民
興
於
仁
。
故
旧
不

遺
、
則
民
不
偸
（
君
子
親し

ん

に
篤
け
れ
ば
、
則
ち
民
仁
に
興
こ
る
。

故
旧
遺わ

す

れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
偸う

す

か
ら
ず
）」
と
あ
り
、
君
子
が
近

親
に
手
厚
く
し
、
古
い
付
き
合
い
の
者
に
真
摯
に
対
応
し
た
な

ら
、
民
も
そ
れ
に
感
化
さ
れ
、
思
い
や
り
を
も
っ
て
行
動
す
る
よ

う
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
論
語
』
顔
淵
に
は
「
一

朝
之
忿
、
忘
其
身
以
及
其
親
、
非
惑
与
（
一
朝
の
忿い

か
りに

、
其
の
身

を
忘
れ
て
以
て
其
の
親
に
及
ぼ
す
は
、
惑
い
に
非
ず
や
）」
と
あ

り
、
一
時
の
怒
り
に
我
が
身
を
忘
れ
、
近
親
に
ま
で
そ
の
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
惑
い
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

儒
家
が
「
君
子
に
と
っ
て
近
親
は
利
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
害
す

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
想
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
論
語
』
微
子
に
は

「
周
公
謂
魯
公
曰
「
君
子
不
施
其
親
、
不
使
大
臣
怨
乎
不
以
。
故

旧
無
大
故
、
則
不
棄
也
」（
周
公
魯
公
に
謂
い
て
曰
く
「
君
子
は

其
の
親
を
施す

て
ず
、
大
臣
を
し
て
以
い
ざ
る
に
怨
み
し
め
ず
、
故

旧
大
故
無
け
れ
ば
、
則
ち
棄
て
ざ
る
な
り
」）」
と
、
周
公
旦
が

子
・
伯
禽
に
向
か
っ
て
「
君
子
た
る
者
は
そ
の
近
親
を
捨
て
ず
、

重
臣
に
も
不
満
を
持
た
せ
ず
、
古
い
付
き
合
い
の
者
は
大
き
な
過

失
が
な
け
れ
ば
見
捨
て
」
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
内
容
が
見
え

る
。
こ
の
記
述
は
『
成
王
既
邦
』
に
見
え
る
周
公
旦
の
発
言
と
も

合
致
す
る
も
の
で
、
儒
家
系
文
献
に
お
け
る
周
公
旦
に
付
与
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
と
も
推
測
さ
れ
る
（
注
20
）
。

一
方
、『
老
子
』
に
お
い
て
は
、
儒
家
系
文
献
と
異
な
り
、
下

の
者
に
慕
わ
れ
る
君
主
を
最
上
の
君
主
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
こ

に
は
、「
太
上
下
知
有
之
、
其
次
親
而
誉
之
、
其
次
畏
之
、
其
次

侮
之
（
太
上
は
下
之
有
る
を
知
る
の
み
、
其
の
次
は
親
し
み
て
之

を
誉
む
、
其
の
次
は
之
を
畏
る
、
其
の
次
は
之
を
侮
る
）」（
第
十

七
章
）
と
あ
り
、
下
の
者
が
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
の

君
主
が
、
親
し
み
誉
め
ら
れ
る
君
主
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
墨
家
は
儒
家
同
様
、
次
の
よ
う
に
、
先
王
に
託

け
、
ま
ず
近
く
に
い
る
者
や
親
族
を
親
し
み
従
わ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。

近
者
不
親
、
無
務
来
遠
。
親
戚
不
附
、
無
務
外
交
。（
中
略
）

是
故
先
王
之
治
天
下
也
、
必
察
邇
来
遠
。（
近
き
者
親
ま
ざ
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れ
ば
、
遠
き
を
来
た
ら
す
に
務
む
る
こ
と
無
か
れ
。
親
戚
附

か
ざ
れ
ば
、
外
交
に
務
む
る
こ
と
無
か
れ
。（
中
略
）
是
の

故
に
先
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、
必
ず
邇ち

か

き
を
察
し
て
遠
き

を
来
た
ら
し
む
）（
修
身
）

し
か
し
、
こ
れ
と
は
逆
に
『
墨
子
』
尚
賢
中
に
は
国
家
が
乱
れ

社
稷
が
危
う
く
な
る
と
、
賢
者
を
登
用
せ
ず
、
親
戚
を
用
い
る
と

さ
れ
た
り
、
尚
賢
上
で
は
、
古
え
の
聖
王
が
賢
臣
を
推
奨
す
る
手

段
と
し
て
は
、
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
疎
遠
の
者
や
遠
方
の
者

で
も
構
わ
ず
用
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
な
ど
（
注
21
）
、「
近
親
」
を

む
や
み
に
厚
遇
す
る
こ
と
を
批
判
的
に
捉
え
る
記
述
も
見
え
る
。

以
上
、
儒
家
・
道
家
・
墨
家
の
思
想
と
、『
成
王
既
邦
』
の

「
親
（
親
族
・
親
し
い
も
の
）
を
豫
じ
」
や
「
之
（
天
子
）
に
親

し
む
」
と
い
う
内
容
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、『
成
王
既

邦
』
に
は
や
は
り
、
儒
家
の
性
格
に
近
い
言
説
が
見
ら
れ
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

四
、『
成
王
既
邦
』
の
周
公
旦
像

そ
れ
で
は
、『
成
王
既
邦
』
は
一
体
い
つ
、
い
か
な
る
人
物
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
記
さ
れ
た
文
献
な
の
か
。
本

章
で
は
先
秦
諸
子
の
書
に
見
え
る
周
公
旦
像
を
検
討
し
、
そ
れ
ら

を
『
成
王
既
邦
』
の
記
述
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
成
王
既

邦
』
の
思
想
史
上
に
お
け
る
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。

（
１
）
周
公
旦
の
親
族
へ
の
対
応

周
公
旦
は
、『
孟
子
』
公
孫
丑
に
お
い
て
「
古
聖
人
也
」
と
さ

れ
、『
墨
子
』
公
孟
に
「
周
公
旦
為
天
下
之
聖
人
」
と
語
ら
れ
る

通
り
、
聖
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
。
ま
た
他
に

も
『
墨
子
』
耕
柱
に
は
、
周
公
旦
が
一
度
「
狂
人
」
と
し
て
扱
わ

れ
た
も
の
の
、
後
世
に
は
そ
の
徳
行
か
ら
称
賛
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
事
や
、
貴
義
に
は
周
公
旦
が
天
子
の
補
佐
役
と
な
る
に

至
っ
て
、
そ
の
名
が
廃
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
等
と
記
さ
れ
て
い

る
（
注
22
）
。

周
公
旦
は
法
家
の
書
に
お
い
て
も
、
后
稷
・
皋
陶
・
伊
尹
・
太

公
望
な
ど
の
十
四
人
の
臣
下
と
同
様
、
賢
臣
と
し
て
扱
わ
れ
、

「
此
謂
霸
王
之
佐
也
（
此
を
霸
王
の
佐
と
謂
う
な
り
）」（『
韓
非

子
』
説
疑
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
注
23
）
。

し
か
し
、
諸
子
の
書
が
全
て
、
周
公
旦
を
聖
人
や
賢
臣
と
し
て

称
賛
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。『
荘
子
』
盜
跖
に
は
「
王
季
為
適
、

周
公
殺
兄
、
長
幼
有
序
乎
。
儒
者
偽
辞
、
墨
者
兼
愛
、
五
紀
六
位

将
有
別
乎
（
王
季
は
適
と
為
り
、
周
公
は
兄
を
殺
す
に
、
長
幼
序

有
る
か
。
儒
者
は
辞
を
偽
り
、
墨
者
は
兼
愛
す
、
五
紀
六
位
将
た

別
有
る
か
）」
と
あ
り
、
周
公
旦
が
兄
・
管
叔
を
誅
殺
し
た
こ
と

を
挙
げ
、
こ
れ
で
も
長
幼
の
序
が
あ
る
と
い
え
る
か
、
と
儒
家
や

墨
家
の
主
張
を
非
難
す
る
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
、『
墨
子
』
非
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儒
に
は
「
孔
某
与
其
門
弟
子
間
坐
、
曰
「（
中
略
）
周
公
旦
非
其

人
也
邪
。
何
為
舍
其
家
室
而
託
寓
也
」（
孔
某
其
の
門
弟
子
と
間

坐
し
、
曰
く
「（
中
略
）
周
公
旦
は
其
れ
人じ

ん

に
非
ざ
る
か
。
何
為

れ
ぞ
其
の
家
室
を
舍
て
て
託
寓
せ
る
や
」）」
と
、
孔
子
が
周
公
旦

を
批
判
す
る
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
非
儒
は
後
学
に
よ
り
編
纂
さ

れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
主
に
儒
家
の
行
為
を
批
判
す

る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
通
り
、
儒
家
や
墨
家
は
基

本
的
に
周
公
旦
を
聖
人
と
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的

な
内
容
が
記
述
さ
れ
た
背
景
に
は
、
恐
ら
く
、『
荘
子
』
や
『
墨

子
』
に
見
え
る
よ
う
な
周
公
旦
の
管
叔
殺
害
や
、
周
公
旦
が
政
治

闘
争
に
敗
北
し
た
後
、
家
庭
を
捨
て
て
東
遷
し
た
事
な
ど
が
、
聖

人
の
そ
れ
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
冷
徹
で
あ
り
、
多
く
の
者
た

ち
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ

う
な
周
公
旦
の
親
族
に
対
す
る
冷
酷
な
仕
打
ち
は
、
戦
国
期
に
お

い
て
大
き
な
物
議
を
醸
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
で
示
し
た
通
り
、『
論
語
』
微
子
に
は
「
周
公
魯
公
に

謂
い
て
曰
く
「
君
子
は
其
の
親
を
施す

て
ず
」」
と
あ
り
、『
成
王
既

邦
』
の
「
其
の
親
を
豫や

す
んじ

て
之
に
親
し
ま
ん
と
欲
」
す
と
類
似
す

る
、「
親
」
に
誠
実
に
振
る
舞
う
こ
と
を
説
く
周
公
旦
の
記
述
が

見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
白
川
静
氏
は
、
微
子
に
見
え
る
周
公
旦

の
発
言
を
「
後
世
の
作
り
話
で
あ
ろ
う
。
群
弟
の
流
言
に
よ
っ
て

つ
い
に
こ
れ
を
誅
滅
し
た
周
公
の
行
為
は
、「
君
子
は
そ
の
親
を

施す

て
ず
」
と
い
う
周
公
自
身
の
訓
言
と
、
も
っ
と
も
矛
盾
す
る
も

の
で
、
後
世
の
周
公
論
の
大
部
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
弁
護
に
費

や
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
注
24
）
。
ま
た
、
武
内
義
雄
氏
も

『
論
語
』
の
中
で
季
氏
・
陽
貨
・
微
子
の
三
篇
は
そ
の
体
裁
か
ら
も
文

章
か
ら
も
比
較
的
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
注
25
）
。

確
か
に
、
こ
の
発
言
は
、
後
世
の
儒
家
に
よ
っ
て
周
公
旦
が
聖
人

と
し
て
表
彰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
、
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
儒
家
が

周
公
旦
に
「
親
を
施す

て
ず
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
付
加
し
た
の

は
、
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
荀
子
』
儒
効
に
は
、
周
公
旦
が
周
室
を
保
全
し
た
こ
と
を
大

儒
の
効
と
す
る
内
容
が
見
え
る
（
注
26
）
。
儒
効
で
は
、
周
公
旦
が
幼

い
成
王
に
代
り
、
武
王
の
位
を
引
き
継
い
だ
の
は
、
天
下
の
国
々

が
周
に
背
く
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
周
公
旦
が
天
子
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
も
天
下
は
そ
れ
を

貪
欲
と
は
せ
ず
、
兄
で
あ
る
管
叔
を
誅
殺
し
、
殷
の
都
を
廃
墟
に

し
て
も
、
天
下
は
そ
れ
を
人
道
に
背
く
行
為
と
は
言
わ
ず
、
天
下

を
統
制
し
て
七
十
一
国
を
立
て
、
そ
の
中
に
周
公
旦
と
同
じ
姫
姓

の
者
を
五
十
三
人
置
い
て
も
、
天
下
の
者
は
そ
れ
を
偏
っ
て
い
て

不
公
平
で
あ
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
成
王
が
成
人
す
る
と
、
周

公
旦
は
成
王
に
天
下
を
返
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
は
、
勢

位
が
変
わ
り
、
順
序
が
頃
合
い
を
迎
え
移
り
変
わ
っ
た
た
め
で
あ
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る
。
そ
の
た
め
、
分
家
で
あ
り
な
が
ら
本
家
に
代
り
天
下
を
動
か

し
て
も
越
権
で
は
な
く
、
弟
で
あ
り
な
が
ら
兄
を
誅
伐
し
て
も
暴

虐
で
は
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
え
る
記
述
は
、
全
体
を
通
し
て
、
周
公
旦
に
か
け
ら

れ
た
嫌
疑
・
悪
評
を
払
拭
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
周
王
朝
樹
立
を
目
指
し
奔
走
し
た
周
公
旦
は
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
難
を
避
け
る
た
め
に
逃
れ
た
り
、
時
に
は
討

伐
を
行
う
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
王
朝
交
代
の
混
乱
期

に
、
戦
闘
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
公
旦
を
聖
人
と
表

彰
す
る
儒
家
に
と
っ
て
、
そ
の
周
公
旦
が
兄
を
伐
ち
、
家
庭
を
顧

み
な
か
っ
た
と
い
う
不
仁
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

『
孟
子
』
滕
文
公
に
は
、
周
公
旦
が
武
王
を
助
け
て
紂
王
を
討

伐
し
た
こ
と
を
、『
尚
書
』を
引
き
称
賛
す
る
箇
所
が
見
え
る
（
注
27
）
。

ま
た
『
荀
子
』
仲
尼
で
も
、
古
代
聖
王
が
誅
伐
を
行
う
こ
と
は
稀

で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
王
が
道
理
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
よ

う
と
し
て
も
服
従
し
な
い
者
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
誅
伐
す

る
と
あ
り
（
注
28
）
、
誅
伐
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ

と
が
分
か
る
。さ
ら
に『
荀
子
』王
制
に
は
、一
国
か
ら
天
下
を
取
っ

た
者
は
、
無
理
に
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
人
々
が
切
望
す
る
政

治
を
行
っ
た
の
で
、
凶
暴
な
者
を
誅
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
周
公
旦
が
南
へ
征
伐
に
行
け
ば
、
北
国
が
「
な
ぜ
北
に
来
な
い

の
か
」
と
い
い
、
東
征
す
れ
ば
、
西
国
が
「
ど
う
し
て
こ
ち
ら
を
後

に
す
る
の
か
」
と
怨
ん
だ
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る（
注
29
）。

こ
の
よ
う
に
周
公
旦
の
事
蹟
を
正
当
化
す
る
考
え
方
は
、
既
に

戦
国
中
期
の
『
孟
子
』
の
頃
に
は
存
在
し
て
い
た
。『
孟
子
』
に

は
紂
討
伐
に
対
す
る
正
当
化
や
不
服
従
の
国
を
討
伐
す
る
こ
と
に

対
す
る
正
当
化
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
管
叔
誅
伐

の
正
当
化
、
践
祚
問
題
の
正
当
化
へ
と
発
展
し
、
戦
国
後
期
、

『
荀
子
』
の
頃
に
は
儒
効
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
大
々
的
に
周
公
旦

を
称
え
、
擁
護
す
る
内
容
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
恐
ら
く
、
そ
の
内
容
か
ら
察
す
る
に
、『
論
語
』
微
子
や

『
成
王
既
邦
』
に
見
え
る
周
公
旦
の
言
説
も
、
比
較
的
早
い
段
階

に
そ
の
事
跡
を
正
当
化
す
る
目
的
で
創
作
さ
れ
、
流
布
し
た
可
能

性
が
あ
る
。

（
２
）
武
王
・
成
王
と
周
公
旦
と

周
公
旦
は
、
兄
で
あ
る
武
王
と
、
武
王
の
子
成
王
の
二
王
に
仕

え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
の
王
と
結
び
付
け

て
説
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
諸
子
の
書
ご
と
に
異
な
る
。
ま

ず
、
周
公
旦
を
武
王
に
仕
え
る
存
在
と
し
て
記
し
て
い
る
文
献
か

ら
確
認
し
て
み
た
い
。

武
王
と
周
公
旦
と
の
関
係
を
説
く
文
献
に
は
、『
墨
子
』
所

染
・『
荘
子
』
天
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
墨
子
』
で
は
舜
や
禹
、
湯

や
武
王
が
、
そ
れ
ぞ
れ
良
臣
の
影
響
を
受
け
た
た
め
、
天
下
に
王
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と
な
り
、
名
声
が
天
地
を
覆
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
注
30
）
。

こ
こ
で
は
、
周
公
旦
が
武
王
に
と
っ
て
、
太
公
望
と
同
列
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、『
荘
子
』
に
は
、

古
え
の
聖
王
が
、
楽
を
重
視
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
を
作
成
し
て
い

た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
武
王
と
周
公
旦
が
と
も
に

「
武
」
と
い
う
楽
を
手
が
け
た
こ
と
が
見
え
、
周
公
旦
が
賢
臣
と

し
て
で
は
な
く
、
ま
る
で
古
代
聖
王
と
同
等
に
近
い
存
在
と
し
て

描
写
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
注
31
）
。

『
墨
子
』
所
染
、『
荘
子
』
天
下
は
、
ど
ち
ら
も
後
学
が
編
纂
し

た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
篇
は
墨

家
系
、
ま
た
は
道
家
系
の
思
想
系
統
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
文

献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
両
篇
が
、
周
公
旦
と
殷
を
滅

ぼ
し
周
王
朝
を
樹
立
し
た
武
王
と
を
関
連
付
け
て
説
く
こ
と
に

は
、
恐
ら
く
、
周
公
旦
を
周
王
朝
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
捉
え

よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
儒
家
系
文
献
で
あ
る
『
孟
子
』
に
お
い
て
、
両
者

の
関
係
は
一
体
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
。『
孟
子
』
滕

文
公
に
は
「
周
公
相
武
王
、
誅
紂
、
伐
奄
、
三
年
討
其
君
（
周
公

武
王
を
相
け
、
紂
を
誅
し
、
奄
を
伐
ち
、
三
年
に
し
て
其
の
君
を

討
つ
）」
と
あ
り
、『
墨
子
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
武
王
に
仕
え
る

「
良
臣
」
と
し
て
の
周
公
旦
像
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
孫

丑
に
は
「
且
以
文
王
之
徳
、
百
年
而
後
崩
、
猶
未
洽
於
天
下
。
武

王
・
周
公
継
之
、
然
後
大
行
（
且
つ
文
王
の
徳
、
百
年
に
し
て
後

崩
ず
る
を
以
て
し
て
す
ら
、
猶
お
未
だ
天
下
に
洽
か
ず
。
武
王
・

周
公
之
に
継
ぎ
、
然
る
後
大
い
に
行
わ
る
）」
と
あ
り
、『
荘
子
』

同
様
、
武
王
と
並
び
立
つ
か
に
見
え
る
周
公
旦
像
が
描
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
離
婁
に
は
「
禹
悪
旨
酒
而
好
善
言
。
湯
執
中
、
立

賢
無
方
。
文
王
視
民
如
傷
、
望
道
而
未
之
見
。
武
王
不
泄
邇
、
不

忘
遠
。
周
公
思
兼
三
王
、
以
施
四
事
。
其
有
不
合
者
、
仰
而
思

之
、
夜
以
継
日
（
禹
は
旨
酒
を
悪
ん
で
善
言
を
好
む
。
湯
は
中
を

執
り
、
賢
を
立
つ
る
こ
と
方
無
し
。
文
王
は
民
を
視
て
傷
つ
け
る

が
如
く
、
道
を
望
む
こ
と
未
だ
之
を
見
ざ
る
が
而ご

と

し
。
武
王
は
邇ち

か

き
に
泄な

れ
ず
、
遠
き
を
忘
れ
ず
。
周
公
は
三
王
を
兼
ね
、
以
て
四

事
を
施
さ
ん
こ
と
を
思
う
。
其
の
合
せ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
仰
ぎ
て

之
を
思
い
、
夜
以
て
日
に
継
ぐ
）」
と
あ
り
、
周
公
旦
が
禹
・

湯
・
文
王
・
武
王
の
三
朝
四
王
の
統
治
を
兼
ね
備
え
実
践
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
周
公
旦

が
歴
代
聖
王
を
敬
い
、
そ
の
方
法
を
会
得
し
よ
う
と
努
力
す
る
一

方
で
、
も
し
そ
れ
が
当
世
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
打
開
策
を
見
つ
け
る
べ
く
思
い
悩
ん
で
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

以
上
の
記
述
よ
り
す
れ
ば
、『
孟
子
』
で
も
ま
た
、
周
公
旦
を

武
王
に
仕
え
る
賢
臣
、
あ
る
い
は
周
王
朝
の
創
始
に
携
わ
り
、
武

王
の
後
を
引
き
継
ぐ
為
政
者
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
周
公
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旦
を
武
王
と
共
に
描
く
こ
と
に
よ
り
、
殷
周
革
命
の
立
役
者
と
見

る
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
成
王
と
周
公
旦
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
説
か
れ
て
い
る

文
献
を
確
認
し
た
い
。『
荀
子
』
中
に
は
、
両
者
が
以
下
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

①�

既
能
当
一
人
、
則
身
有
何
労
而
為
。
垂
衣
裳
而
天
下
定
。
故

湯
用
伊
尹
、
文
王
用
呂
尚
、
武
王
用
召
公
、
成
王
用
周
公
旦

（
既
に
当
を
一
人
に
能
く
す
れ
ば
、
則
ち
身
有ま

た
何
の
労
を

か
而こ

れ
為
さ
ん
。
衣
裳
を
垂
れ
て
天
下
定
ま
る
。
故
に
湯
伊

尹
を
用
い
、
文
王
呂
尚
を
用
い
、
武
王
召
公
を
用
い
、
成
王

周
公
旦
を
用
う
）（
王
霸
）

②�

論
法
聖
王
、
則
知
所
貴
矣
、
以
義
制
事
、
則
知
所
利
矣
。

（
中
略
）
二
者
是
非
之
本
、
得
失
之
原
也
。
故
成
王
之
於
周

公
也
、
無
所
往
而
不
聴
、
知
所
貴
也
。（
中
略
）
故
尚
賢
使

能
、
等
貴
賤
、
分
親
疏
、
序
長
幼
、
此
先
王
之
道
也
（
論
聖

王
に
法
れ
ば
、
則
ち
貴
ぶ
所
を
知
り
、
義
を
以
て
事
を
制
す

れ
ば
、
則
ち
利
す
る
所
を
知
る
。（
中
略
）
二
者
は
是
非
の

本
に
し
て
、
得
失
の
原
な
り
。
故
に
成
王
の
周
公
に
於
け
る

や
、
往
き
て
聴
か
ざ
る
所
無
き
は
、
貴
ぶ
所
を
知
れ
ば
な

り
。（
中
略
）
故
に
賢
を
尚
び
能
を
使
い
、
貴
賤
を
等
し
、

親
疏
を
分
ち
、
長
幼
を
序
す
る
は
、
此
れ
先
王
の
道
な
り
）

（
君
子
）

③�

有
大
忠
者
、
有
次
忠
者
、
有
下
忠
者
、
有
国
賊
者
。
以
徳
復

君
而
化
之
、
大
忠
也
。（
中
略
）
若
周
公
之
於
成
王
也
、
可

謂
大
忠
矣
（
大
忠
な
る
者
有
り
、
次
忠
な
る
者
有
り
、
下
忠

な
る
者
有
り
、
国
賊
な
る
者
有
り
。
徳
を
以
て
君
を
復
い
て

之
を
化
す
る
は
、
大
忠
な
り
。（
中
略
）
周
公
の
成
王
に
於

け
る
が
若
き
は
、
大
忠
と
謂
う
可
し
）（
臣
道
）

①
に
は
、
第
三
章
で
も
取
り
上
げ
た
通
り
、
賢
者
を
用
い
れ
ば

天
下
が
治
ま
る
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
武
王
は
側
近
と
し
て
召
公

奭
を
用
い
、
成
王
は
周
公
旦
を
用
い
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
②
で
は
、
聖
王
の
方
法
に
従
え
ば
、
尊
重
す
べ
き
も
の
が
分

か
る
と
さ
れ
、
成
王
が
周
公
旦
の
意
見
を
全
て
聞
き
入
れ
た
の

も
、
彼
が
そ
れ
ら
聖
王
の
方
法
を
知
っ
て
い
た
た
め
と
記
さ
れ
て

い
る
。
③
で
は
、
周
公
旦
が
成
王
を
徳
に
よ
り
感
化
し
た
と
し

て
、
大
忠
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
尚

賢
に
関
わ
る
内
容
で
あ
り
、
成
王
に
賢
臣
と
し
て
仕
え
た
周
公
旦

の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
山
東
省
臨
沂
県
の
銀
雀
山
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
銀
雀
山

漢
簡
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
は
、『
君
臣
問
答
』
と
名
付
け
ら
れ

た
文
献
が
見
え
、そ
の
中
に
も
成
王
と
周
公
旦
が
登
場
す
る
（「
成

王
与
周
公
旦
」）。

「
成
王
与
周
公
旦
」
に
は
欠
損
部
分
が
多
く
、
一
つ
の
文
献
と

し
て
通
読
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
『
成
王
既
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邦
』
同
様
、
成
王
が
周
公
旦
に
対
し
て
国
を
保
つ
上
で
の
重
要
事

項
を
問
う
内
容
が
見
え
、
政
治
的
な
問
答
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
（
注
32
）
。

「
論
政
論
兵
之
類
」
に
は
、『
君
臣
問
答
』
の
他
に
も
『
兵
之
恒

失
』
や
『
将
失
』
な
ど
と
国
を
失
う
こ
と
に
繋
が
る
失
敗
や
原
因

を
篇
題
と
す
る
文
献
が
散
見
す
る
。
こ
れ
ら
は
戦
闘
が
激
化
し
、

戦
争
の
勝
敗
が
一
国
の
存
亡
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
国
後

半
期
の
情
勢
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
注
33
）
。
こ
の

よ
う
な
亡
国
の
原
因
を
列
挙
す
る
「
論
政
論
兵
之
類
」
の
記
述
形

式
は
、『
成
王
既
邦
』
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
伝
世
文
献
中
に
殆
ど
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
王
と

周
公
旦
と
の
問
答
が
、
銀
雀
山
漢
簡
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、

大
い
に
注
目
さ
れ
る
。「
成
王
与
周
公
旦
」
の
存
在
に
よ
り
、「
聖

王
が
政
治
に
つ
い
て
賢
臣
に
質
問
を
重
ね
る
」
と
い
う
構
成
の
文

献
、
つ
ま
り
聖
王
と
賢
臣
と
の
問
答
に
託
つ
け
て
権
威
付
け
を
図

る
文
献
が
、
漢
代
以
前
に
は
あ
る
程
度
存
在
し
流
布
し
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
よ
う
（
注
34
）
。

谷
中
信
一
氏
（
注
35
）
は
、『
尚
書
』『
逸
周
書
』
に
お
け
る
周
公
旦

に
つ
い
て
、「『
尚
書
』
に
於
け
る
周
公
旦
の
言
葉
は
、
そ
の
大
部

分
が
成
王
の
摂
政
の
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
成
王
に
代

わ
り
摂
政
と
い
う
周
王
朝
の
最
高
権
力
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
発

せ
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
誥
誓
号
令
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と

述
べ
、
さ
ら
に
「『
逸
周
書
』
に
於
け
る
周
公
旦
像
は
、
先
秦
か

ら
漢
代
に
か
け
て
の
文
献
に
見
ら
れ
る
お
お
か
た
の
周
公
旦
像
、

即
ち
賢
者
賢
臣
と
し
て
の
周
公
旦
像
と
さ
し
て
違
わ
な
い
こ
と
が

知
ら
れ
」「
こ
の
こ
と
は
、『
尚
書
』
中
の
周
公
旦
が
摂
政
時
代
の

周
公
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、『
逸
周
書
』
で
は

む
し
ろ
武
王
に
仕
え
る
周
公
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
と

も
、
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、『
尚
書
』
と
『
逸
周
書
』
と
の
性
格
を
考
え
る
上

で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
諸
子
の
書

に
お
い
て
、
周
公
旦
が
武
王
・
成
王
の
い
ず
れ
の
王
と
関
連
付
け

て
説
か
れ
て
い
た
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

本
章
に
お
い
て
、
諸
子
の
書
に
お
け
る
周
公
旦
と
先
王
と
の
関

わ
り
を
検
討
し
た
結
果
、
墨
家
や
道
家
、
戦
国
中
期
の
『
孟
子
』

で
は
、
周
公
旦
が
武
王
と
関
連
付
け
ら
れ
、
賢
臣
や
周
王
朝
の
創

始
に
関
わ
る
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
国
後
期
の
『
荀

子
』
や
銀
雀
山
漢
簡
「
成
王
与
周
公
旦
」
に
お
い
て
は
、
成
王
の

賢
臣
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
付
与
さ
れ
た
存
在
へ
と
転
換
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
恐
ら
く
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ

て
、
武
王
を
助
け
数
々
の
討
伐
を
行
い
周
王
朝
の
樹
立
に
携
わ
っ

た
周
公
旦
像
や
、
成
王
を
差
し
置
き
天
子
の
位
を
踏
ん
だ
と
い
う

周
公
旦
像
が
問
題
と
な
り
、
諸
子
間
で
議
論
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
儒
家
系
文
献
で
あ
る
『
荀
子
』
で
は
、
到
底
そ
の
よ
う
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な
周
公
旦
像
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
成

王
を
助
け
る
賢
臣
と
し
て
の
周
公
旦
像
を
頻
出
さ
せ
、
強
調
し
た

の
で
は
な
い
か
。『
成
王
既
邦
』
に
も
、
こ
れ
と
近
似
し
た
周
公

旦
像
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
36
）
。

（
３
）『
成
王
既
邦
』
の
位
置
づ
け

『
孟
子
』
や
『
荀
子
』
な
ど
の
儒
家
系
文
献
に
は
、
孔
子
を
周

公
旦
と
結
び
付
け
て
説
く
箇
所
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。『
孟
子
』

滕
文
公
に
は
「
陳
良
楚
産
也
。
悦
周
公
・
仲
尼
之
道
、
北
学
於
中

国
。
北
方
之
学
者
、
未
能
或
之
先
也
。
彼
所
謂
豪
傑
之
士
也
（
陳

良
は
楚
の
産
な
り
。
周
公
・
仲
尼
の
道
を
悦
び
、
北
の
か
た
中
国

に
学
ぶ
。
北
方
の
学
者
、
未
だ
之
に
先
ん
ず
る
或
る
能
わ
ず
。
彼

は
所
謂
豪
傑
の
士
な
り
）」
と
あ
り
、
周
公
旦
と
孔
子
の
道
を
正

統
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
孟
子
』
で
は
、
周

公
旦
は
蛮
夷
討
伐
に
力
を
注
い
だ
存
在
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
お

り
、「
魯
頌
曰
『
戎
狄
是
膺
、
荊
舒
是
懲
』
周
公
方
且
膺
之
（
魯

頌
に
曰
く
『
戎
狄
は
是
れ
膺う

ち
、
荊
舒
は
是
れ
懲
ら
す
』
と
。
周

公
方
に
且
つ
之
を
膺
つ
）」（
滕
文
公
）
や
、「
昔
者
禹
抑
洪
水
而

天
下
平
、
周
公
兼
夷
狄
、
駆
猛
獣
而
百
姓
寧
、
孔
子
成
『
春
秋
』

而
乱
臣
・
賊
子
懼
。『
詩
』
云
『
戎
狄
是
膺
、
荊
舒
是
懲
。
則
莫

我
敢
承
』。
無
父
無
君
、
是
周
公
所
膺
也
（
昔
者
禹
洪
水
を
抑
め

て
天
下
平
ら
か
な
り
、
周
公
夷
狄
を
兼
ね
、
猛
獣
を
駆
り
て
百
姓

寧
し
、
孔
子
『
春
秋
』
を
成
し
て
乱
臣
・
賊
子
懼
る
。『
詩
』
に

云
う
『
戎
狄
は
是
れ
を
膺
ち
、
荊
舒
は
是
れ
を
懲
ら
す
。
則
ち
我

に
敢
え
て
承
る
こ
と
莫
し
』
と
。
父
を
無
み
し
君
を
無
み
す
る

は
、
是
れ
周
公
の
膺
つ
所
な
り
）」（
滕
文
公
）
な
ど
と
記
述
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
禹
の
治
水
事
業
と
、
周
公
旦
の
夷
狄
併

合
・
猛
獣
の
追
撃
、
ま
た
孔
子
の
『
春
秋
』
作
成
が
同
列
に
挙
げ

ら
れ
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
蛮
夷
併
合
だ
け
で
は
な
く
、

「
父
を
無
視
し
君
主
を
等
閑
に
す
る
者
は
、
周
公
旦
の
伐
つ
所
の

も
の
で
あ
る
」
と
、
周
公
旦
の
討
伐
に
正
当
性
を
与
え
る
発
言
も

見
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
後
学
に
よ
る
述
作
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
『
荀
子
』
宥
坐
に
も
、
孔
子
が
少
正
卯
を
誅
殺
し
た
理
由

を
、
湯
や
文
王
、
周
公
旦
な
ど
の
聖
賢
に
求
め
、
正
当
化
し
よ
う

と
す
る
内
容
が
見
え
る
（
注
37
）
。

他
に
も
、『
孟
子
』
万
章
に
は
、
周
公
旦
や
孔
子
が
天
下
を
有

て
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
い

く
ら
徳
が
あ
っ
て
も
、
天
子
の
推
薦
が
な
け
れ
ば
天
下
は
有
て

ず
、
そ
の
た
め
孔
子
は
天
子
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
説

か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
天
は
位
を
継
ぐ
家
系
の
者
を
む
や
み
に
排

斥
し
な
い
た
め
、
益
・
伊
尹
・
周
公
旦
は
天
下
を
治
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
注
38
）
。
こ
れ
は
、『
論
語
』
に
記

さ
れ
る
「
無
為
の
治
」
と
は
異
な
り
、
聖
賢
が
上
位
に
立
つ
だ
け

で
は
天
下
を
統
べ
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
、
孔
子
や
周
公
旦
を

擁
護
す
る
記
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
儒
家
系
文
献
で
は
、
周
公
旦
と
孔
子
と
を
関

連
付
け
、
様
々
な
理
由
を
挙
げ
て
両
者
が
討
伐
を
行
っ
た
こ
と
や

天
下
統
治
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
正
当
化
を
図
ろ
う
と
し
て

い
た
内
容
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
よ
り
す
れ
ば
、『
孟
子
』

に
お
い
て
は
、
既
に
周
公
旦
を
孔
子
と
深
く
結
び
つ
け
表
彰
す
る

儒
家
の
姿
勢
が
、
強
く
表
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

『
荀
子
』
儒
効
に
は
、
周
公
旦
が
恭
し
く
倹
約
家
で
あ
る
こ
と

を
否
定
し
て
、
目
標
を
明
確
に
し
、
時
勢
に
随
っ
て
行
動
し
た
所

に
大
儒
た
る
所
以
が
あ
る
と
す
る
内
容
が
見
え
（
注
39
）
、「
徳
」
以

外
に
も
様
々
な
側
面
か
ら
周
公
旦
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
ま
た
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
上
に
は
、
太
公
望
に
処
士
を
め

ぐ
る
発
言
で
、
諫
め
ら
れ
る
周
公
旦
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
（
注
40
）
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
後
期
に
は
、
多
く
の
周
公
旦
に
ま
つ
わ
る
故

事
や
伝
承
が
作
成
さ
れ
、
遊
説
の
士
達
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

本
篇
に
は
、
聖
人
の
統
治
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
天
子
の
正
道
」

が
説
か
れ
、
ま
た
「
其
の
親
を
豫
じ
て
之
に
親
し
ま
ん
と
欲
し
」

や
「
六
親
の
約
」
な
ど
、
親
族
や
血
縁
関
係
者
を
重
視
し
つ
つ
、

天
子
に
自
ら
従
お
う
と
す
る
諸
侯
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
徳
治
を
説
く
儒
家
の
思
想
と
近
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
親
を
豫
じ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
周
公
旦
の
管
叔
誅
伐
を
擁
護

す
る
側
面
が
、
ま
た
周
公
旦
を
成
王
の
賢
臣
と
し
て
描
く
点
に

は
、
周
公
旦
が
越
権
し
て
天
子
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
な
い
こ
と

を
主
張
す
る
目
的
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
本
篇
に

は
、
賢
臣
と
し
て
成
王
に
仕
え
る
周
公
旦
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
王
権
を
奪
い
、
成
王
の
立
場
を
脅
か
し
た
と
い
う
類
の
周
公

旦
像
を
払
拭
し
、
そ
の
賢
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
普
及
さ
せ
よ

う
と
す
る
撰
者
の
思
惑
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

周
公
旦
の
討
伐
や
東
遷
に
関
す
る
正
当
化
は
、
孟
子
の
活
動
し

た
時
期
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
周
公

旦
を
成
王
の
賢
臣
と
し
て
説
く
文
献
は
、『
荀
子
』
以
降
頻
出
す

る
よ
う
に
な
る
が
、『
成
王
既
邦
』
に
は
、『
荀
子
』
の
よ
う
な
墨

家
批
判
や
尚
賢
説
を
窺
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

『
論
語
』
に
見
え
る
聖
王
の
徳
治
を
理
想
と
す
る
政
治
思
想
が
示

さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

上
博
楚
簡
中
に
は
、
儒
家
系
と
考
え
ら
れ
る
文
献
が
多
数
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
41
）
、
恐
ら
く
、
本
篇
も

戦
国
中
期
頃
、
周
公
旦
を
尊
崇
し
賢
者
へ
と
高
め
る
動
き
の
中
で

成
立
し
た
文
献
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
具
体

的
な
成
立
年
代
や
著
者
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
他
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
本
篇
を
戦
国
期
に
お
け
る
広
義
の
儒
家
系
文
献
と

位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
よ
う
（
注
42
）
。
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結
語

以
上
、
本
稿
で
は
、『
成
王
既
邦
』
に
見
ら
れ
る
周
公
旦
の
発

言
、
特
に
「
天
子
の
正
道
」
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
考
察
し
て

き
た
。
本
篇
を
取
り
上
げ
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
世
文
献

中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
成
王
と
周
公
旦
と

の
政
治
的
な
や
り
と
り
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
思
う
。
勿
論
、
こ
こ
か
ら
直
接
、
周
公
旦
の
思
想
や
政
策

を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
本
篇
の
内
容
は
、
今
後
、
周

公
旦
に
仮
託
さ
れ
た
儒
家
思
想
や
周
公
旦
像
を
解
明
す
る
上
で
、

ま
た
、
そ
れ
ら
の
受
容
と
展
開
と
を
検
討
す
る
上
で
、
極
め
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。

注

（
１
）
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
成
王
既
邦
』
釈
読
」（『
中

国
研
究
集
刊
』
第
五
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
）
参
照
。

（
２
）
聯
合
読
書
会
「
上
博
八
『
成
王
既
邦
』
校
読
」（
二
〇
一
一
年
七
月
十

七
日
）、
鍾
碩
整
理
「
網
摘
：『
上
博
八
』
専
輯
」（
二
〇
一
一
年
十
月
一

日
）
参
照
。
な
お
、
い
ず
れ
の
論
考
も
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字

研
究
中
心
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.gw

z.fudan.edu.cn/

）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
第
二
・
四
・
十
二
・
十
三
・
十
六
簡
と
他
簡
と
の
文
字
の
具
体
的
な

相
違
点
に
つ
い
て
は
、「
第
四
十
八
回
中
国
出
土
文
献
研
究
会
（
二
〇
一

二
年
七
月
十
五
日
～
十
六
日
）」
に
お
い
て
、
福
田
哲
之
氏
よ
り
御
教
示

を
頂
い
た
。

（
４
）
注
（
２
）
鍾
碩
整
理
前
掲
論
文
、
子
居
「
上
博
八
『
成
王
既
邦
』
再

編
連
」（
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
一
日
）
参
照
。
な
お
、
子
居
氏
の
論
考
は

清
華
大
学
簡
帛
研
究
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http://w

w
w
.confucius2000.

com
/adm

in/lanm
u2/jianbo.htm

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
鄔
可
晶
「『
上
博
（
九
）・
挙
治
王
天
下
』「
文
王
訪
之
於
尚
父
挙
治
」

篇
編
連
小
議
」（
二
〇
一
三
年
一
月
十
一
日
、http://w

w
w
.bsm

.org.

cn/show
_article.php?id=1806#_edn4

）
参
照
。
特
に
鄔
氏
は
、
李

氏
や
侯
氏
の
指
摘
を
参
考
に
、『
成
王
既
邦
』
の
第
九
簡
・
第
十
六
簡
を

『
挙
治
王
天
下
』
の
中
に
編
入
し
、「
挙
11
＋
成
16
＋
挙
９
＋
挙
７
＋
挙

５
＋
挙
６
＋
成
９
」（「
挙
」
＝
『
挙
治
王
天
下
』、「
成
」
＝
『
成
王
既
邦
』）

と
配
列
し
直
し
て
い
る
。な
お
、鄔
氏
の
提
示
す
る
釈
文
は
次
の
と
お
り
。

乃
往
、
既
見
、
将
反
、
文
王
乃
俾
【
挙
11
】
之
、
至
于
周
之
東
、

乃
命
之
曰
「
昔
者
有
神
【
成
16
】
顧
監
于
下
、
乃
語
周
之
先
祖
、

曰
「
天
之
所
向
、
若
或
与
之
。
天
之
所
背
、
若
拒
之
」。
物
有
所
総

【
挙
９
】、
道
有
所
修
、
非
天
之
所
向
、
莫
之
能
得
。
嘗
退
而
思
之
、

其
唯
賢
民
乎
。
子
為
我
【
挙
７
】
得
尚
父
、載
我
天
下
。
子
失
尚
父
、

我
周

」。
既
言
而
尚
父
乃
階
至
。
唯
七
年
、
文
【
挙
５
】
王
訪
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於
尚
父
、曰
「
我
左
患
右
難
、吾
欲
達
中

（
持
）
道
。
昔
我
得
中
、

（
世
世
）
無
有
後
悔
。
唯
【
挙
６
】

（
持
）｛
市
｝明
之
徳
、

其

（
世
）
也
【
成
９
】

（
６
）
注
（
４
）
前
掲
論
文
参
照
。

（
７
）
□
は
釈
読
不
可
能
な
文
字
（
一
字
分
）、
…
…
は
残
欠
部
（
残
欠
文
字

数
不
明
）
を
示
す
。

（
８
）
惟
十
有
三
祀
、
王
訪
于
箕
子
。
王
乃
言
曰
（
以
下
略
）

（
９
）
維
王
一
祀
二
月
、
王
在
鄷
、
密
命
。
訪
於
周
公
旦
曰
（
以
下
略
）

（
10
）
維
正
月
既
生
魄
、
王
訪
于
周
公
曰
（
以
下
略
）

（
11
）
本
篇
に
も
年
代
に
関
す
る
記
述（
封
周
公
二
年
）が
見
受
け
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
先
述
し
た
『
尚
書
』
や
『
逸
周
書
』
の
諸
篇
と
は
異
な
り
、
君

王
に
直
結
す
る
紀
年
や
月
日
が
示
さ
れ
る
形
式
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば『
尚
書
』中
で
も
、よ
り
後
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る「
金

縢
」
冒
頭
部
（
既
克
商
二
年
）
と
類
似
す
る
形
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）
各
簡
の
原
文
は
次
の
通
り
。
③
…
…
□
欲
明
知
之
」。
周
公
曰
「
旦
之

聞
之
也
、
各
在
其
身
而
、
⑤
「
焉
不
曰
日
彰
而
冰
澡
（
消
）
乎
」。
成
王

曰
「
嗚
呼
。
□
（
道
）
…
…
、
⑥
…
…
［
天
子
］
之
正
道
也
」。
成
王
曰

「
請
問
天
子
之
正
道
」。
周
公
曰
…
…
、⑦
「
天
子
之
正
道
、弗
朝
而
自
至
、

弗
審
而
自
周
、
弗
會
而
自

（
團
）」。
成
王
曰
「
請
問
其
事
…
…
」、

⑧
…
…
皆
欲

（

・
豫
）
其
親
而
親
之
、
皆
欲
以
其
邦
就
之
、
是

謂
…
…
、
⑩
□
而
賢
者
、
能
以
其
六
藏
之
守
取
親
焉
、
是
謂
六
親
之
約
」。

成
王
曰
「
請
問
其
方
」。
周
［
公
］
…
…
、⑭
皆
見
章
于
天
」。
成
王
曰
「
夫

夏
繒
氏
之
道
、
可
以
知
善
否
、
可
以
知
亡
在
、
可
謂
有
道
乎
」。
周
公
曰

「
是
夫

（
13
）
道
常
無
名
。
樸
雖
小
、
天
下
莫
能
臣
也
。
侯
王
若
能
守
之
、
万
物
将

自
賓
。
天
地
相
合
、
以
降
甘
露
、
民
莫
之
令
而
自
均
。（
第
三
十
二
章
）�

　

道
常
無
為
、
而
無
不
為
。
侯
王
若
能
守
之
、
万
物
将
自
化
。
化
而
欲
作
、

吾
将
鎮
之
以
無
名
之
樸
。
無
名
之
樸
、
夫
亦
将
無
欲
。
不
欲
以
静
、
天

下
将
自
定
。（
第
三
十
七
章
）�

　

修
之
於
身
、
其
徳
乃
真
。
修
之
於
家
、
其
徳
乃
余
。
修
之
於
郷
、
其

徳
乃
長
。
修
之
於
国
、
其
徳
乃
豊
。
修
之
於
天
下
、
其
徳
乃
普
。（
第
五

十
四
章
）

（
14
）
道
生
之
、徳
畜
之
、物
形
之
、勢
成
之
。
是
以
万
物
莫
不
尊
道
而
貴
徳
。

道
之
尊
、
徳
之
貴
、
夫
莫
之
命
而
常
自
然
。（
第
五
十
一
章
）

（
15
）
天
下
多
忌
諱
、
而
民
彌
貧
。
民
多
利
器
、
国
家
滋
昏
。
人
多
伎
巧
、

奇
物
滋
起
。
法
令
滋
彰
、
盜
賊
多
有
。
故
聖
人
云
、
我
無
為
而
民
自
化
、

我
好
静
而
民
自
正
、
我
無
事
而
民
自
富
、
我
無
欲
而
民
自
樸
。（
第
五
十

七
章
）

（
16
）
是
以
聖
人
之
治
、
虚
其
心
、
実
其
腹
、
弱
其
志
、
強
其
骨
。
常
使
民

無
知
・
無
欲
、
使
夫
智
者
不
敢
為
也
。
為
無
為
、
則
無
不
治
。（
第
三
章
）

　

古
之
善
為
道
者
、
非
以
明
民
、
将
以
愚
之
。
民
之
難
治
、
以
其
智
多
。

故
以
智
治
国
、
国
之
賊
。
不
以
智
治
国
、
国
之
福
。（
第
六
十
五
章
）

（
17
）
他
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。�

　
「
故
古
者
聖
王
甚
尊
尚
賢
而
任
使
能
。」（『
墨
子
』
尚
賢
中
）�
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「
古
者
聖
王
唯
毋
得
賢
人
而
使
之
、
般
爵
以
貴
之
、
裂
地
以
封
之
、
終

身
不
厭
。」（『
墨
子
』
尚
賢
中
）

（
18
）
我
以
墨
子
之
「
非
楽
」
也
、
則
使
天
下
乱
。
墨
子
之
「
節
用
」
也
、

則
使
天
下
貧
。
非
将
堕
之
也
、
説
不
免
焉
。（
中
略
）
墨
子
大
有
天
下
、

小
有
一
国
、
将
少
人
徒
、
省
官
職
、
上
功
労
苦
、
与
百
姓
均
事
業
、
斉

功
労
。
若
是
則
不
威
、
不
威
則
罰
不
行
。
賞
不
行
、
則
賢
者
不
可
得
而

進
也
。
罰
不
行
、
則
不
肖
者
不
可
得
而
退
也
。
賢
者
不
可
得
而
進
也
、

不
肖
者
不
可
得
而
退
也
、則
能
不
能
不
可
得
而
官
也
。若
是
則
万
物
失
宜
、

事
変
失
応
、
上
失
天
時
、
下
失
地
利
、
中
失
人
和
、
天
下
敖
然
、
若
焼

若
焦
、
墨
子
雖
為
之
衣
褐
帯
索
嚽
菽
飲
水
、
悪
能
足
之
乎
。（
富
国
）

（
19
）
故
墨
術
誠
行
、
則
天
下
尚
倹
而
彌
貧
、
非
鬥
而
日
争
、
労
苦
頓
萃
而

愈
無
功
、
愀
然
憂
戚
非
楽
而
日
不
和
。『
詩
』
曰
「
天
方
薦
瘥
、
喪
乱
弘

多
。
民
言
無
嘉
、
憯
莫
懲
嗟
」。
此
之
謂
也
。（
富
国
）�

　

故
先
王
聖
人
為
之
不
然
。
知
夫
為
人
主
上
者
、
不
美
不
飾
之
不
足
以

一
民
也
、
不
富
不
厚
之
不
足
以
管
下
也
、
不
威
不
強
之
不
足
以
禁
暴
勝

悍
也
。（
中
略
）
夫
天
下
何
患
乎
不
足
也
。
故
儒
術
誠
行
、
則
天
下
大
而

富
、
使
而
功
、
撞
鐘
撃
鼓
而
和
。（
富
国
）

（
20
）『
呂
氏
春
秋
』
仲
冬
紀
・
長
見
に
も
、
周
公
旦
が
太
公
望
と
「
ど
の
よ

う
に
し
て
国
を
治
め
る
べ
き
か
」
と
い
う
議
論
を
し
、
そ
の
中
で
「
親

親
上
恩
（
親
に
親
し
み
恩
を
上
ば
ん
）」
と
答
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
周
公
旦
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
と
い
う
内
容
が
記
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、周
公
旦
が
語
っ
た
統
治
法
や
太
公
望
が
語
っ

た
統
治
法
に
対
し
て
、
互
い
に
「
そ
れ
で
は
い
ず
れ
国
が
削
ら
れ
る
こ

と
と
な
ろ
う
」
と
批
判
的
な
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）
逮
至
其
国
家
之
乱
・
社
稷
之
危
、則
不
知
使
能
以
治
之
、親
戚
則
使
之
、

無
故
富
貴
・
面
目
佼
好
則
使
之
。（
尚
賢
中
）�

　

是
故
古
者
聖
王
之
為
政
也
、
言
曰
『
不
義
不
富
、
不
義
不
貴
、
不
義

不
親
、
不
義
不
近
』（
中
略
）
親
者
聞
之
、
亦
退
而
謀
曰
『
始
我
所
恃
者

親
也
、
今
上
挙
義
不
辟
疏
、
然
則
我
不
可
不
為
義
』
近
者
聞
之
、
亦
退

而
謀
曰『
始
我
所
恃
者
近
也
、今
上
挙
義
不
辟
遠
、然
則
我
不
可
不
為
義
』。

（
尚
賢
上
）

（
22
）
子
墨
子
曰
「
去
之
苟
道
、
受
狂
何
傷
。
古
者
周
公
旦
非
関
叔
、
辞
三

公
東
処
於
商
蓋
、
人
皆
謂
之
狂
。
後
世
称
其
徳
、
揚
其
名
、
至
今
不
息
。

（
耕
柱
）�

　

子
墨
子
曰
「
昔
者
周
公
旦
朝
読
書
百
篇
、
夕
見
漆
十
士
。
故
周
公
旦

佐
相
天
子
、
其
脩
至
於
今
」（
貴
義
）

（
23
）『
韓
非
子
』
難
二
に
は
、
他
に
も
周
公
旦
を
管
仲
の
上
位
に
位
置
づ
け

る
記
述
が
見
え
る
。

（
24
）
白
川
静
『
白
川
静
著
作
集
６
神
話
と
思
想
』（
平
凡
社
、一
九
九
九
年
）、

五
一
四
頁

（
25
）
武
内
義
雄
『
武
内
義
雄
全
集
』（
第
八
巻
、
思
想
史
篇
一
、
角
川
書
店
、

一
九
七
八
年
）、
三
六
一
頁

（
26
）
大
儒
之
効
。
武
王
崩
、
成
王
幼
、
周
公
屏
成
王
而
及
武
王
以
属
天
下
、

悪
天
下
之
倍
周
也
。
履
天
子
之
籍
、
聴
天
下
之
断
、
偃
然
如
固
有
之
、
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而
天
下
不
称
貪
焉
。
殺
管
叔
、虚
殷
国
、而
天
下
不
称
戻
焉
。
兼
制
天
下
、

立
七
十
一
国
、
姫
姓
独
居
五
十
三
人
、
而
天
下
不
称
偏
焉
。
教
誨
開
導

成
王
、
使
諭
於
道
、
而
能
揜
跡
於
文
・
武
。
周
公
帰
周
、
反
籍
於
成
王
、

而
天
下
不
輟
事
周
、
然
而
周
公
北
面
而
朝
之
。
天
子
也
者
、
不
可
以
少

当
也
、
不
可
以
仮
摂
為
也
。
能
則
天
下
帰
之
、
不
能
則
天
下
去
之
。
是

以
周
公
屏
成
王
而
及
武
王
以
属
天
下
、悪
天
下
之
離
周
也
。成
王
冠
成
人
、

周
公
帰
周
、反
籍
焉
、明
不
滅
主
之
義
也
。
周
公
無
天
下
矣
。
郷
有
天
下
、

今
無
天
下
、
非
擅
也
。
成
王
郷
無
天
下
、
今
有
天
下
、
非
奪
也
。
変
勢
・

次
序
節
然
也
。
故
以
枝
代
主
而
非
越
也
、
以
弟
誅
兄
而
非
暴
也
、
君
臣

易
位
而
非
不
順
也
。
因
天
下
之
和
、
遂
文
・
武
之
業
、
明
枝
主
之
義
、

抑
亦
変
化
矣
、
天
下
厭
然
猶
一
也
。
非
聖
人
莫
之
能
為
。
夫
是
之
謂
大

儒
之
効
。（
儒
効
）

（
27
）
周
公
相
武
王
、
誅
紂
・
伐
奄
、
三
年
討
其
君
。（
中
略
）『
書
』
曰
「
丕

顕
哉
文
王
謨
。
丕
承
哉
武
王
烈
。
佑
啓
我
後
人
、
咸
以
正
無
欠
。（
滕
文

公
）

（
28
）
彼
王
者
則
不
然
。
致
賢
而
能
以
救
不
肖
、
致
彊
而
能
以
寛
弱
、
戦
必

能
殆
之
而
羞
与
之
鬥
、
委
然
成
文
、
以
示
之
天
下
、
而
暴
国
安
自
化
矣
。

有
災
繆
者
、
然
後
誅
之
。
故
聖
王
之
誅
也
綦
省
矣
。
文
王
誅
四
、
武
王

誅
二
、
周
公
卒
業
、
至
於
成
王
則
安
無
誅
矣
。（
仲
尼
）

（
29
）
故
古
之
人
、有
以
一
国
取
天
下
者
、非
往
行
之
也
、脩
政
其
所
莫
不
願
、

如
是
而
可
以
誅
暴
禁
悍
矣
。故
周
公
南
征
而
北
国
怨
、曰「
何
独
不
来
也
。」

東
征
而
西
国
怨
、
曰
「
何
独
後
我
也
。」
孰
能
有
与
是
鬥
者
与
。
安
以
其

国
為
是
者
王
。（
王
制
）

（
30
）
舜
染
於
許
由
・
伯
陽
、
禹
染
於
皋
陶
・
伯
益
、
湯
染
於
伊
尹
・
仲
虺
、

武
王
染
於
太
公
・
周
公
。
此
四
王
者
所
染
当
、
故
王
天
下
、
立
為
天
子
、

功
名
蔽
天
地
。（
所
染
）

（
31
）
黄
帝
有
「
咸
池
」、
堯
有
「
大
章
」、
舜
有
「
大
韶
」、
禹
有
「
大
夏
」、

湯
有
「
大
濩
」、
文
王
有
辟
雍
之
楽
、
武
王
・
周
公
作
「
武
」。（
天
下
）

（
32
）「
成
王
与
周
公
旦
」
の
釈
文
及
び
訓
読
は
次
の
通
り
。
①
成
王
問
周
公

旦
曰
「
願
聞
有
國
…
…
（
成
王
周
公
旦
に
問
い
て
曰
く
「
願
わ
く
は
国

を
有た

も

つ
…
…
）、②
…
…
爲
大
。」周
公
旦
曰「
□
以
人
之
悪
自
爲
善（
…
…

大
と
爲
す
」
と
。
周
公
旦
曰
く
「
□
人
の
悪
を
以
て
自
ら
善
と
爲
し
）、

③
…
…
【
周
公
】
旦
曰
…
…
（
…
…
【
周
公
】
旦
曰
く
…
…
）�

　

な
お
、『
君
臣
問
答
』
に
は
古
代
聖
王
と
そ
の
賢
臣
と
の
問
答
が
そ
の

他
十
文
献
収
め
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
「
堯
問
善
巻
曰
「
願
聞
有
国
之

大
失
」」（「
堯
与
善
巻
・
許
由
」）
や
、「
文
王
問
太
公
曰
「
願
聞
有
国
之

大
失
」」（「
文
王
与
太
公
」）
な
ど
、「
成
王
与
周
公
旦
」
と
同
じ
句
形
で

記
さ
れ
て
い
る
文
献
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
、「
成

王
与
周
公
旦
」
の
「
願
聞
有
國
…
…
」
の
欠
損
部
分
に
は
、「
之
大
失
」

の
三
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
33
）
銀
雀
山
漢
簡
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
銀
雀
山
漢

墓
竹
簡
「
兵
之
恒
失
」
考
釈
」（『
待
兼
山
論
叢
』
第
四
十
四
号
、
二
〇

一
〇
年
十
二
月
）、「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
五
議
」
に
つ
い
て
」（『
待
兼

山
論
叢
』
第
四
十
五
号
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
）
参
照
。
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（
34
）
先
述
し
た
『
上
海
博
物
簡
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』（
馬
承
源
主
編
、

上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
二
年
十
二
月
）
所
収
の
文
献
『
挙
治
王
天
下
』

も
、
こ
の
類
の
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
35
）
谷
中
信
一
「『
逸
周
書
』
研
究
（
五
）
︱
︱
周
公
旦
と
そ
の
言
説
に
つ

い
て
︱
︱
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』
文
学
部
第
四
十
九
号
、
二
〇
〇

〇
年
三
月
）

（
36
）『
礼
記
』
文
王
世
子
に
も
、
成
王
と
周
公
旦
と
の
記
述
が
見
え
る
。
文

王
世
子
で
は
、
周
公
旦
が
幼
い
成
王
に
太
子
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
直

接
諭
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
ら
の
子
で
あ
る
伯
禽
に
そ
れ
を
守
ら
せ
、

そ
の
後
、
伯
禽
と
成
王
を
共
に
生
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
成
王
に
父
子
・

君
臣
・
長
幼
の
意
義
を
知
ら
せ
た
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。『
呂
氏
春
秋
』

審
應
覧
・
重
言
に
お
い
て
も
、
周
公
旦
は
「
天
子
に
戯
言
無
し
」
と
成

王
を
諫
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
周
公
旦
が
太
子
（
成
王
）

教
育
に
携
わ
っ
た
賢
臣
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
37
）
孔
子
為
魯
摂
相
、
朝
七
日
而
誅
少
正
卯
。
門
人
進
問
曰
「
夫
少
正
卯
、

魯
之
聞
人
也
、
夫
子
為
政
而
始
誅
之
、
得
無
失
乎
」。
孔
子
曰
「
居
。
吾

語
女
其
故
。
人
有
悪
者
五
、
而
盜
窃
不
与
焉
。
一
曰
心
達
而
険
、
二
曰

行
辟
而
堅
、
三
曰
言
偽
而
弁
、
四
曰
記
醜
而
博
、
五
曰
順
非
而
沢
。
此

五
者
有
一
於
人
、
則
不
得
免
於
君
子
之
誅
、
而
少
正
卯
兼
有
之
。
故
居

処
足
以
聚
徒
成
群
、
言
談
足
以
飾
邪
営
衆
、
強
足
以
反
是
独
立
。
此
小

人
之
桀
雄
也
、
不
可
不
誅
也
。
是
以
湯
誅
尹
諧
、
文
王
誅
潘
止
、
周
公

誅
管
叔
、
太
公
誅
華
仕
、
管
仲
誅
付
里
乙
、
子
産
誅
鄧
析
・
史
付
。
此

七
子
者
、
皆
異
世
同
心
、
不
可
不
誅
也
。（
宥
坐
）

（
38
）
匹
夫
而
有
天
下
者
、
徳
必
若
舜
禹
、
而
又
有
天
子
薦
之
者
。
故
仲
尼

不
有
天
下
。
継
世
而
有
天
下
、
天
之
所
廃
、
必
若
桀
紂
者
也
。
故
益
・

伊
尹
・
周
公
不
有
天
下
。（
万
章
）

（
39
）
客
有
道
曰
「
孔
子
曰
『
周
公
其
盛
乎
。
身
貴
而
愈
恭
、
家
富
而
愈
倹
、

勝
敵
而
愈
戒
』」
応
之
曰
「
是
殆
非
周
公
之
行
、
非
孔
子
之
言
也
。
武
王

崩
、
成
王
幼
、
周
公
屏
成
王
而
及
武
王
、
履
天
子
之
籍
、
負
扆
而
坐
、

諸
侯
趨
走
堂
下
。
当
是
時
也
、
夫
又
誰
為
恭
矣
哉
。
兼
制
天
下
、
立
七

十
一
国
、
姫
姓
独
居
五
十
三
人
焉
、
周
之
子
孫
、
苟
不
狂
惑
者
、
莫
不

為
天
下
之
顕
諸
侯
。
孰
謂
周
公
倹
哉
。（
儒
効
）

（
40
）
太
公
望
東
封
於
斉
、
斉
東
海
上
有
居
士
曰
狂
矞
・
華
士
。
昆
弟
二
人

者
立
議
曰
「
吾
不
臣
天
子
、
不
友
諸
侯
、
耕
作
而
食
之
、
掘
井
而
飲
之
、

吾
無
求
於
人
也
。
無
上
之
名
、
無
君
之
禄
、
不
事
仕
而
事
力
」。
太
公
望

至
於
営
丘
、
使
吏
執
殺
之
以
為
首
誅
。
周
公
旦
従
魯
聞
之
、
発
急
伝
而

問
之
曰
「
夫
二
子
、
賢
者
也
。
今
日
饗
国
而
殺
賢
者
何
也
」。
太
公
望
曰

「
是
昆
弟
二
人
立
議
曰
『
吾
不
臣
天
子
、
不
友
諸
侯
、
耕
作
而
食
之
、
掘

井
而
飲
之
、吾
無
求
於
人
也
。
無
上
之
名
、無
君
之
禄
、不
事
仕
而
事
力
』。

彼
不
臣
天
子
者
、
是
望
不
得
而
臣
也
。（
外
儲
説
右
上
）

（
41
）
湯
浅
邦
弘
「『
従
政
』
と
儒
家
の
「
従
政
」」（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が

語
る
古
代
中
国
思
想
︱
上
博
楚
簡
研
究
︱
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年

四
月
所
収
）、
福
田
哲
之
「『
子
羔
』
の
内
容
と
構
成
」（
同
上
）、
浅
野

裕
一
「
上
博
楚
簡
『
君
子
為
礼
』
と
孔
子
素
王
説
」（
大
阪
大
学
中
国
学
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会
『
戦
国
楚
簡
研
究
２
０
０
６
』（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
四
十
一
号
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
42
）
本
稿
の
結
論
は
、「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」（『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹

書
研
究
』、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
、

炭
素
十
四
測
定
値
か
ら
導
か
れ
た
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
（
前
三
〇
八

±
六
五
年
）
と
も
抵
触
し
な
い
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
～
二
十
六
年
度
、
日
本
学
術
振
興
会

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
「
新
出
土
文
献
の
読
解
を

通
し
て
探
る
中
国
古
代
思
想
の
形
成
と
展
開
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

（ 169 ）




